
公の施設の指定管理者制度の導入状況等に関する調査（調査票①：導入状況）
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26京都府 京都市 386 京都市環境保全活動センター ○ 財団法人京都市環境事業協会 ○ ○ H 20 12 26 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市大学のまち交流センター ○ 公益財団法人大学コンソーシアム京都 ○ ○ H 22 11 30 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市国際交流会館 ○ 公益財団法人京都市国際交流協会 ○ ○ H 22 9 29 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市男女共同参画センター ○ 公益財団法人京都市男女共同参画推進協会 ○ ○ H 22 11 10 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市北青少年活動センター ○ 公益財団法人京都市ユースサービス協会 ○ ○ H 23 1 14 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市中京青少年活動センター ○ 公益財団法人京都市ユースサービス協会 ○ ○ H 23 1 14 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市東山青少年活動センター ○ 公益財団法人京都市ユースサービス協会 ○ ○ H 23 1 14 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市山科青少年活動センター ○ 公益財団法人京都市ユースサービス協会 ○ ○ H 23 1 14 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市下京青少年活動センター ○ 公益財団法人京都市ユースサービス協会 ○ ○ H 23 1 14 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市南青少年活動センター ○ 公益財団法人京都市ユースサービス協会 ○ ○ H 23 1 14 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市伏見青少年活動センター ○ 公益財団法人京都市ユースサービス協会 ○ ○ H 23 1 14 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市百井青少年村 ○ 一般財団法人ポジティブアースネイチャーズスクール ○ ○ H 23 3 20 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市市民活動総合センター ○ 特定非営利活動法人きょうとNPOセンター ○ ○ H 23 1 5 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市立楽只浴場 ○ 財団法人京都市立浴場運営財団 ○ ○ H 22 12 10 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市立錦林浴場 ○ 財団法人京都市立浴場運営財団 ○ ○ H 22 12 10 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市立養正浴場 ○ 財団法人京都市立浴場運営財団 ○ ○ H 22 12 10 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市立壬生浴場 ○ 財団法人京都市立浴場運営財団 ○ ○ H 22 12 10 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市立三条浴場 ○ 財団法人京都市立浴場運営財団 ○ ○ H 22 12 10 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市立崇仁第一浴場 ○ 財団法人京都市立浴場運営財団 ○ ○ H 22 12 10 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市立崇仁第二浴場 ○ 財団法人京都市立浴場運営財団 ○ ○ H 22 12 10 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市立崇仁第三浴場 ○ 財団法人京都市立浴場運営財団 ○ ○ H 22 12 10 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市立吉祥院浴場 ○ 財団法人京都市立浴場運営財団 ○ ○ H 22 12 10 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市立山ノ本浴場 ○ 財団法人京都市立浴場運営財団 ○ ○ H 22 12 10 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市立久世浴場 ○ 財団法人京都市立浴場運営財団 ○ ○ H 22 12 10 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市立辰巳浴場 ○ 財団法人京都市立浴場運営財団 ○ ○ H 22 12 10 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市立改進浴場 ○ 財団法人京都市立浴場運営財団 ○ ○ H 22 12 10 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市北いきいき市民活動センター ○ 特定非営利活動法人くらしネット２１ ○ ○ H 23 3 15 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市岡崎いきいき市民活動センター ○ 特定非営利活動法人音の風 ○ ○ H 23 3 15 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市左京東部いきいき市民活動センター ○ 株式会社マンアップ ○ ○ H 23 3 15 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市左京西部いきいき市民活動センター ○ 特定非営利活動法人劇研 ○ ○ H 23 3 15 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市中京いきいき市民活動センター ○ 財団法人京都府部落解放推進協会 ○ ○ H 23 3 15 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市東山いきいき市民活動センター ○ 特定非営利活動法人きょうとNPOセンター ○ ○ H 23 3 15 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市下京いきいき市民活動センター ○ 特定非営利活動法人崇仁まちづくりの会 ○ ○ H 23 3 15 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市吉祥院いきいき市民活動センター ○ 特定非営利活動法人ふれあい吉祥院ネットワーク ○ ○ H 23 3 15 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市上鳥羽北部いきいき市民活動センター ○ 京都市中唐戸児童館運営委員会 ○ ○ H 23 3 15 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市上鳥羽南部いきいき市民活動センター ○ 株式会社丸起 ○ ○ H 23 3 15 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市久世いきいき市民活動センター ○ 地球環境整備雇用みどりの会 ○ ○ H 23 3 15 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市醍醐いきいき市民活動センター ○ 株式会社ワン・ワールド ○ ○ H 23 3 15 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市伏見いきいき市民活動センター ○ 特定非営利活動法人きょうとNPOセンター ○ ○ H 23 3 15 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市北文化会館 ○ 公益財団法人京都市音楽芸術文化振興財団 ○ ○ H 22 12 10 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市東部文化会館 ○ 公益財団法人京都市音楽芸術文化振興財団 ○ ○ H 22 12 10 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市右京ふれあい文化会館 ○ 公益財団法人京都市音楽芸術文化振興財団 ○ ○ H 22 12 10 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市西文化会館ウエスティ ○ 公益財団法人京都市音楽芸術文化振興財団 ○ ○ H 22 12 10 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市呉竹文化センター ○ 公益財団法人京都市音楽芸術文化振興財団 ○ ○ H 22 12 10 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都コンサートホール ○ 公益財団法人京都市音楽芸術文化振興財団 ○ ○ H 22 12 10 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市円山公園音楽堂 ○ 株式会社アクティブケイ ○ ○ H 22 12 10 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都芸術センター ○ 公益財団法人京都市芸術文化協会 ○ ○ H 22 12 10 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市文化財建造物保存技術研修センター ○ 社団法人全国社寺等屋根工事技術保存会 ○ ○ H 22 12 21 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市考古資料館 ○ 財団法人京都市埋蔵文化財研究所 ○ ○ H 23 3 25 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市東山地域体育館 ○ ビバ・オリックスグループ ○ ○ H 22 12 10 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市山科地域体育館 ○ ビバ・オリックスグループ ○ ○ H 22 12 10 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市桂川地域体育館 ○ ビバ・オリックスグループ ○ ○ H 22 12 10 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市伏見北堀公園地域体育館 ○ ビバ・オリックスグループ ○ ○ H 22 12 10 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市醍醐地域体育館 ○ ビバ・オリックスグループ ○ ○ H 22 12 10 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市右京地域体育館 ○ ビバ・オリックスグループ ○ ○ H 22 12 10 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市左京地域体育館 ○ ビバ・オリックスグループ ○ ○ H 22 12 10 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市中京地域体育館 ○ ビバ・オリックスグループ ○ ○ H 22 12 10 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市下京地域体育館 ○ ビバ・オリックスグループ ○ ○ H 22 12 10 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市吉祥院地域体育館 ○ ビバ・オリックスグループ ○ ○ H 22 12 10 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

都道府県名

h l pk

施設名

指定管理者制度導入施設の状況

指定日 管理開始日

q r

市区町村名

施設の内容

　１　レクリエーション・

　　　スポーツ施設
　２　産業振興施設
　３　基盤施設
　４　文教施設
　５　社会福祉施設

指定期間の変更

　１　前回の指定期間
　　　よりも短い
　２　前回の指定期間
　　　と同じ
　３　前回の指定期間
　　　よりも長い
　４　今回が１回目の
　　　指定

指定管理者
制度導入施
設数

指定管理者名

j

管理の範囲

　１　当該施設を
　　　包括的に管理
　　　している
　２　当該施設の
　　　一部を管理
　　　している

選定基準の事前公表

　１　事前公表して
　　　いる
　２　事前公表して
　　　いない

m n

種別

　１　株式会社
　２　特例民法法人、
　　　一般社団・財団法人、
　　　公益社団・財団法人、
　　　地方三公社
　３　地方公共団体
　４　公共的団体
　５　地縁による団体
　６　特定非営利活動法人
　７　１～６以外の団体

指定期間

　１　１年
　２　２年
　３　３年
　４　４年
　５　５年
　６　６年
　７　７年
　８　８年
　９　９年
　１０　１０年以上

利用料金制の採用状
況

　１　利用料金制を
　　　採用している
　　　（一部利用料
　　　　金制も含む）
　２　利用料金制を
　　　採用していない

o

選定手続

　１　公募により候補者を募集、
　　　職員以外を中心とした合議体
　　　により選定
　２　公募により候補者を募集、
　　　職員を中心とした合議体に
　　　より選定
　３　公募により候補者を募集
　　　（１・２以外）
　４　従前の管理受託者・指定管
　　　理者を公募の方法によること
　　　なく選定
　５　１～４以外の方法により選定
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公の施設の指定管理者制度の導入状況等

a b e g

26京都府 京都市 386 京都市環境保全活動センター

26京都府 京都市 京都市大学のまち交流センター

26京都府 京都市 京都市国際交流会館

26京都府 京都市 京都市男女共同参画センター

26京都府 京都市 京都市北青少年活動センター

26京都府 京都市 京都市中京青少年活動センター

26京都府 京都市 京都市東山青少年活動センター

26京都府 京都市 京都市山科青少年活動センター

26京都府 京都市 京都市下京青少年活動センター

26京都府 京都市 京都市南青少年活動センター

26京都府 京都市 京都市伏見青少年活動センター

26京都府 京都市 京都市百井青少年村

26京都府 京都市 京都市市民活動総合センター

26京都府 京都市 京都市立楽只浴場

26京都府 京都市 京都市立錦林浴場

26京都府 京都市 京都市立養正浴場

26京都府 京都市 京都市立壬生浴場

26京都府 京都市 京都市立三条浴場

26京都府 京都市 京都市立崇仁第一浴場

26京都府 京都市 京都市立崇仁第二浴場

26京都府 京都市 京都市立崇仁第三浴場

26京都府 京都市 京都市立吉祥院浴場

26京都府 京都市 京都市立山ノ本浴場

26京都府 京都市 京都市立久世浴場

26京都府 京都市 京都市立辰巳浴場

26京都府 京都市 京都市立改進浴場

26京都府 京都市 京都市北いきいき市民活動センター

26京都府 京都市 京都市岡崎いきいき市民活動センター

26京都府 京都市 京都市左京東部いきいき市民活動センター

26京都府 京都市 京都市左京西部いきいき市民活動センター

26京都府 京都市 京都市中京いきいき市民活動センター

26京都府 京都市 京都市東山いきいき市民活動センター

26京都府 京都市 京都市下京いきいき市民活動センター

26京都府 京都市 京都市吉祥院いきいき市民活動センター

26京都府 京都市 京都市上鳥羽北部いきいき市民活動センター

26京都府 京都市 京都市上鳥羽南部いきいき市民活動センター

26京都府 京都市 京都市久世いきいき市民活動センター

26京都府 京都市 京都市醍醐いきいき市民活動センター

26京都府 京都市 京都市伏見いきいき市民活動センター

26京都府 京都市 京都市北文化会館

26京都府 京都市 京都市東部文化会館

26京都府 京都市 京都市右京ふれあい文化会館

26京都府 京都市 京都市西文化会館ウエスティ

26京都府 京都市 京都市呉竹文化センター

26京都府 京都市 京都コンサートホール

26京都府 京都市 京都市円山公園音楽堂

26京都府 京都市 京都芸術センター

26京都府 京都市 京都市文化財建造物保存技術研修センター

26京都府 京都市 京都市考古資料館

26京都府 京都市 京都市東山地域体育館

26京都府 京都市 京都市山科地域体育館

26京都府 京都市 京都市桂川地域体育館

26京都府 京都市 京都市伏見北堀公園地域体育館

26京都府 京都市 京都市醍醐地域体育館

26京都府 京都市 京都市右京地域体育館

26京都府 京都市 京都市左京地域体育館

26京都府 京都市 京都市中京地域体育館

26京都府 京都市 京都市下京地域体育館

26京都府 京都市 京都市吉祥院地域体育館

都道府県名
施設名

市区町村名

指定管理者
制度導入施
設数

　｢5 その他｣の内容を簡潔に記
入

ｔ x

1 2 3 4 5 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

損害賠償責任の履行の確保・リスク管理に関する事項

地方公共団体への
損害賠償について

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

zの２

利用者への損害賠
償について

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

zの１

協定等

w

※｢ｗ欄　評価の実施
状況｣で｢１　実施して
いる｣を選択した場合
に記入

評価への外部有識者
等の視点の導入状況

　１　導入している
　２　導入していない

評価の実施状況

　１　実施している
　２　実施していない

y

施設の種別に応じた
必要な体制に関する
事項

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

公表状況

選定手続の事前公表

　１　事前公表して
　　　いる
　２　事前公表して
　　　いない

評価

施設の修繕について

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

備品について

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

緊急時の対応につい
て

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

zの４ zの５ｓ

※「ｒ欄　選定基準の事前公
表」で「１　事前公表している」
を選択した場合に記入
※複数回答可

選定基準の内容

　１　施設の平等な利用
　　　の確保に関すること
　２　施設のサービス向上
　　　に関すること
　３　施設の管理経費の節
　　　減に関すること
　４　団体の業務遂行能力
　　　に関すること
　５　その他

選定理由の公表状況

　１　公表している
　２　公表していない

vu zの３
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公の施設の指定管理者制度の導入状況等

a b e g

26京都府 京都市 386 京都市環境保全活動センター

26京都府 京都市 京都市大学のまち交流センター

26京都府 京都市 京都市国際交流会館

26京都府 京都市 京都市男女共同参画センター

26京都府 京都市 京都市北青少年活動センター

26京都府 京都市 京都市中京青少年活動センター

26京都府 京都市 京都市東山青少年活動センター

26京都府 京都市 京都市山科青少年活動センター

26京都府 京都市 京都市下京青少年活動センター

26京都府 京都市 京都市南青少年活動センター

26京都府 京都市 京都市伏見青少年活動センター

26京都府 京都市 京都市百井青少年村

26京都府 京都市 京都市市民活動総合センター

26京都府 京都市 京都市立楽只浴場

26京都府 京都市 京都市立錦林浴場

26京都府 京都市 京都市立養正浴場

26京都府 京都市 京都市立壬生浴場

26京都府 京都市 京都市立三条浴場

26京都府 京都市 京都市立崇仁第一浴場

26京都府 京都市 京都市立崇仁第二浴場

26京都府 京都市 京都市立崇仁第三浴場

26京都府 京都市 京都市立吉祥院浴場

26京都府 京都市 京都市立山ノ本浴場

26京都府 京都市 京都市立久世浴場

26京都府 京都市 京都市立辰巳浴場

26京都府 京都市 京都市立改進浴場

26京都府 京都市 京都市北いきいき市民活動センター

26京都府 京都市 京都市岡崎いきいき市民活動センター

26京都府 京都市 京都市左京東部いきいき市民活動センター

26京都府 京都市 京都市左京西部いきいき市民活動センター

26京都府 京都市 京都市中京いきいき市民活動センター

26京都府 京都市 京都市東山いきいき市民活動センター

26京都府 京都市 京都市下京いきいき市民活動センター

26京都府 京都市 京都市吉祥院いきいき市民活動センター

26京都府 京都市 京都市上鳥羽北部いきいき市民活動センター

26京都府 京都市 京都市上鳥羽南部いきいき市民活動センター

26京都府 京都市 京都市久世いきいき市民活動センター

26京都府 京都市 京都市醍醐いきいき市民活動センター

26京都府 京都市 京都市伏見いきいき市民活動センター

26京都府 京都市 京都市北文化会館

26京都府 京都市 京都市東部文化会館

26京都府 京都市 京都市右京ふれあい文化会館

26京都府 京都市 京都市西文化会館ウエスティ

26京都府 京都市 京都市呉竹文化センター

26京都府 京都市 京都コンサートホール

26京都府 京都市 京都市円山公園音楽堂

26京都府 京都市 京都芸術センター

26京都府 京都市 京都市文化財建造物保存技術研修センター

26京都府 京都市 京都市考古資料館

26京都府 京都市 京都市東山地域体育館

26京都府 京都市 京都市山科地域体育館

26京都府 京都市 京都市桂川地域体育館

26京都府 京都市 京都市伏見北堀公園地域体育館

26京都府 京都市 京都市醍醐地域体育館

26京都府 京都市 京都市右京地域体育館

26京都府 京都市 京都市左京地域体育館

26京都府 京都市 京都市中京地域体育館

26京都府 京都市 京都市下京地域体育館

26京都府 京都市 京都市吉祥院地域体育館

都道府県名
施設名

市区町村名

指定管理者
制度導入施
設数

※「aa欄　労働法令の遵守や雇
用・労働条件への配慮規定で「1」
～「3」　を選択した場合で、「労働
法令を遵守すること」以外の提
示・記載がある場合に記入

「労働法令を遵守すること」以外
の具体的な内容を簡潔に記入

ab ag ah

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 5

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

従前の管理状況

af

※「ae欄　従前の
管理状況｣で｢１
指定管理者｣を選
択した場合に記入

従前の指定管理
者が引き続き指定
管理者となった場
合に「○」を記入

従前の管理状況

　１　指定管理者
　２　旧管理委託
　　　制度による管理
　３　直営
　４　施設の新設

指定の回数

　１　１回
　２　２回
　３　３回
　４　４回
　５　５回以上

※｢ae欄　従前の
管理状況｣で｢２
旧管理委託制度
による管理｣を選
択した場合に記入

従前の管理受託
者が引き続き指定
管理者となった場
合に「○」を記入

aa

債務負担

aead

個人情報保護への
配慮規定

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

債務負担行為の設定

　１　設定している
　２　設定していない

労働法令の遵守や
雇用・労働条件への
配慮規定

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

ac
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公の施設の指定管理者制度の導入状況等に関する調査（調査票①：導入状況）

a b e g i

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 1 2 1 2 1 2

都道府県名

h l pk

施設名

指定管理者制度導入施設の状況

指定日 管理開始日

q r

市区町村名

施設の内容

　１　レクリエーション・

　　　スポーツ施設
　２　産業振興施設
　３　基盤施設
　４　文教施設
　５　社会福祉施設

指定期間の変更

　１　前回の指定期間
　　　よりも短い
　２　前回の指定期間
　　　と同じ
　３　前回の指定期間
　　　よりも長い
　４　今回が１回目の
　　　指定

指定管理者
制度導入施
設数

指定管理者名

j

管理の範囲

　１　当該施設を
　　　包括的に管理
　　　している
　２　当該施設の
　　　一部を管理
　　　している

選定基準の事前公表

　１　事前公表して
　　　いる
　２　事前公表して
　　　いない

m n

種別

　１　株式会社
　２　特例民法法人、
　　　一般社団・財団法人、
　　　公益社団・財団法人、
　　　地方三公社
　３　地方公共団体
　４　公共的団体
　５　地縁による団体
　６　特定非営利活動法人
　７　１～６以外の団体

指定期間

　１　１年
　２　２年
　３　３年
　４　４年
　５　５年
　６　６年
　７　７年
　８　８年
　９　９年
　１０　１０年以上

利用料金制の採用状
況

　１　利用料金制を
　　　採用している
　　　（一部利用料
　　　　金制も含む）
　２　利用料金制を
　　　採用していない

o

選定手続

　１　公募により候補者を募集、
　　　職員以外を中心とした合議体
　　　により選定
　２　公募により候補者を募集、
　　　職員を中心とした合議体に
　　　より選定
　３　公募により候補者を募集
　　　（１・２以外）
　４　従前の管理受託者・指定管
　　　理者を公募の方法によること
　　　なく選定
　５　１～４以外の方法により選定

26京都府 京都市 京都市久世地域体育館 ○ ビバ・オリックスグループ ○ ○ H 22 12 10 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市伏見東部地域体育館 ○ ビバ・オリックスグループ ○ ○ H 22 12 10 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市伏見北部地域体育館 ○ ビバ・オリックスグループ ○ ○ H 22 12 10 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市西京極総合運動公園（阪急電鉄京都線以北の区域に限る。） ○ 西京極北スポーツネットワーク ○ ○ H 22 12 10 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市西京極総合運動公園（阪急電鉄京都線以南の区域に限る。） ○ ビバ・オリックス・パティネグループ ○ ○ H 22 12 10 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市武道センター ○ 京都市体育協会グループK ○ ○ H 22 12 10 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市宝が池公園運動施設 ○ 京都市体育協会グループ ○ ○ H 22 12 10 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市市民スポーツ会館 ○ 西京極スポーツネットワーク ○ ○ H 22 12 10 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 ハンナリーズアリーナ（京都市体育館） ○ 西京極スポーツネットワーク ○ ○ H 22 12 10 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 岡崎公園運動施設 ○ 京都市体育協会グループK ○ ○ H 22 12 10 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 一乗寺公園運動施設 ○ 京都市体育協会グループK ○ ○ H 22 12 10 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 岩倉東公園運動施設 ○ 京都市体育協会グループK ○ ○ H 22 12 10 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 朱雀公園運動施設 ○ 京都市体育協会グループK ○ ○ H 22 12 10 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 東野公園運動施設 ○ 京都市体育協会グループK ○ ○ H 22 12 10 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 勧修寺公園運動施設 ○ 京都市体育協会グループK ○ ○ H 22 12 10 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 殿田公園運動施設 ○ 京都市体育協会グループK ○ ○ H 22 12 10 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 吉祥院公園運動施設 ○ 京都市体育協会グループK ○ ○ H 22 12 10 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 上鳥羽公園運動施設 ○ 京都市体育協会グループK ○ ○ H 22 12 10 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 西院公園運動施設 ○ 京都市体育協会グループK ○ ○ H 22 12 10 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 牛ヶ瀬公園運動施設 ○ 京都市体育協会グループK ○ ○ H 22 12 10 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 小畑川中央公園運動施設 ○ 京都市体育協会グループK ○ ○ H 22 12 10 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 三栖公園運動施設 ○ 京都市体育協会グループK ○ ○ H 22 12 10 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 下鳥羽公園運動施設 ○ 京都市体育協会グループK ○ ○ H 22 12 10 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 伏見公園運動施設 ○ 京都市体育協会グループK ○ ○ H 22 12 10 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市桂川緑地久我橋東詰運動公園 ○ 京都市体育協会グループK ○ ○ H 22 12 10 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市伏見桃山城運動公園 ○ 財団法人京都市体育協会 ○ ○ H 22 12 10 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市横大路運動公園 ○ 財団法人京都市体育協会 ○ ○ H 22 12 10 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市京北パラグライダー施設 ○ 京北スカイスポーツ振興会 ○ ○ H 22 12 10 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市勧業館 ○ 株式会社京都産業振興センター ○ ○ H 21 1 6 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市宇多野ユースホステル ○ 一般財団法人京都ユースホステル協会 ○ ○ H 22 12 10 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市宇津峡公園 ○ 財団法人きょうと京北ふるさと公社 ○ ○ H 22 12 10 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市京北森林公園 ○ 京北森林組合 ○ ○ H 23 1 17 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市森林文化交流センター ○ 財団法人京都市森林文化協会 ○ ○ H 22 12 10 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市地域特産物需要拡大センター ○ 財団法人きょうと京北ふるさと公社 ○ ○ H 23 1 17 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市洛南身体障害者福祉会館 ○ 社会福祉法人京都身体障害者福祉センター ○ ○ H 23 1 19 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市山科身体障害者福祉会館 ○ 社会福祉法人京都身体障害者福祉センター ○ ○ H 23 1 19 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市みぶ身体障害者福祉会館 ○ 社会福祉法人京都国際社会福祉協力会 ○ ○ H 23 1 19 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市やましな学園 ○ 社会福祉法人京都身体障害者福祉センター ○ ○ H 23 1 19 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市だいご学園 ○ 社会福祉法人京都身体障害者福祉センター ○ ○ H 23 1 19 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市ふしみ学園 ○ 社会福祉法人京都身体障害者福祉センター ○ ○ H 23 1 19 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市飛鳥井学園 ○ 社会福祉法人修光学園 ○ ○ H 23 1 19 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市横大路学園 ○ 社会福祉法人京都国際社会福祉協力会 ○ ○ H 23 1 19 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市みぶ学園 ○ 社会福祉法人京都国際社会福祉協力会 ○ ○ H 23 1 19 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市よしだ学園 ○ 社会福祉法人京都育成の会 ○ ○ H 23 1 19 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市うずまさ学園 ○ 社会福祉法人京都市右京区社会福祉協議会 ○ ○ H 23 1 19 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市桂授産園 ○ 社会福祉法人京都総合福祉協会 ○ ○ H 24 1 26 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市聴覚言語障害センター ○ 社会福祉法人京都聴覚言語障害者福祉協会 ○ ○ H 23 1 5 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市伏見障害者授産所 ○ 社会福祉法人京都身体障害者福祉センター ○ ○ H 23 1 19 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市みぶ障害者授産所 ○ 社会福祉法人京都国際社会福祉協力会 ○ ○ H 23 1 19 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市西ノ京障害者授産所 ○ 社会福祉法人京都聴覚言語障害者福祉協会 ○ ○ H 23 1 5 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市紫野障害者授産所 ○ 社会福祉法人京都総合福祉協会 ○ ○ H 23 1 19 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市洛南障害者授産所 ○ 社会福祉法人京都身体障害者福祉センター ○ ○ H 23 1 19 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市山科障害者授産所 ○ 社会福祉法人京都身体障害者福祉センター ○ ○ H 23 1 19 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市障害者スポーツセンター ○ 公益財団法人京都市障害者スポーツ協会 ○ ○ H 23 1 19 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市伏見障害者デイサービスセンター ○ 社会福祉法人京都身体障害者福祉センター ○ ○ H 23 1 19 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市桂川障害者デイサービスセンター ○ 社会福祉法人京都社会事業財団 ○ ○ H 23 1 5 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市山科障害者デイサービスセンター ○ 社会福祉法人京都身体障害者福祉センター ○ ○ H 23 1 19 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市太秦障害者デイサービスセンター ○ 社会福祉法人京都市右京区社会福祉協議会 ○ ○ H 23 1 19 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市横大路福祉工場 ○ 社会福祉法人京都国際社会福祉協力会 ○ ○ H 23 1 19 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市よしだ福祉工場 ○ 社会福祉法人京都育成の会 ○ ○ H 23 1 19 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○
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公の施設の指定管理者制度の導入状況等

a b e g

都道府県名
施設名

市区町村名

指定管理者
制度導入施
設数

26京都府 京都市 京都市久世地域体育館

26京都府 京都市 京都市伏見東部地域体育館

26京都府 京都市 京都市伏見北部地域体育館

26京都府 京都市 京都市西京極総合運動公園（阪急電鉄京都線以北の区域に限る。）

26京都府 京都市 京都市西京極総合運動公園（阪急電鉄京都線以南の区域に限る。）

26京都府 京都市 京都市武道センター

26京都府 京都市 京都市宝が池公園運動施設

26京都府 京都市 京都市市民スポーツ会館

26京都府 京都市 ハンナリーズアリーナ（京都市体育館）

26京都府 京都市 岡崎公園運動施設

26京都府 京都市 一乗寺公園運動施設

26京都府 京都市 岩倉東公園運動施設

26京都府 京都市 朱雀公園運動施設

26京都府 京都市 東野公園運動施設

26京都府 京都市 勧修寺公園運動施設

26京都府 京都市 殿田公園運動施設

26京都府 京都市 吉祥院公園運動施設

26京都府 京都市 上鳥羽公園運動施設

26京都府 京都市 西院公園運動施設

26京都府 京都市 牛ヶ瀬公園運動施設

26京都府 京都市 小畑川中央公園運動施設

26京都府 京都市 三栖公園運動施設

26京都府 京都市 下鳥羽公園運動施設

26京都府 京都市 伏見公園運動施設

26京都府 京都市 京都市桂川緑地久我橋東詰運動公園

26京都府 京都市 京都市伏見桃山城運動公園

26京都府 京都市 京都市横大路運動公園

26京都府 京都市 京都市京北パラグライダー施設

26京都府 京都市 京都市勧業館

26京都府 京都市 京都市宇多野ユースホステル

26京都府 京都市 京都市宇津峡公園

26京都府 京都市 京都市京北森林公園

26京都府 京都市 京都市森林文化交流センター

26京都府 京都市 京都市地域特産物需要拡大センター

26京都府 京都市 京都市洛南身体障害者福祉会館

26京都府 京都市 京都市山科身体障害者福祉会館

26京都府 京都市 京都市みぶ身体障害者福祉会館

26京都府 京都市 京都市やましな学園

26京都府 京都市 京都市だいご学園

26京都府 京都市 京都市ふしみ学園

26京都府 京都市 京都市飛鳥井学園

26京都府 京都市 京都市横大路学園

26京都府 京都市 京都市みぶ学園

26京都府 京都市 京都市よしだ学園

26京都府 京都市 京都市うずまさ学園

26京都府 京都市 京都市桂授産園

26京都府 京都市 京都市聴覚言語障害センター

26京都府 京都市 京都市伏見障害者授産所

26京都府 京都市 京都市みぶ障害者授産所

26京都府 京都市 京都市西ノ京障害者授産所

26京都府 京都市 京都市紫野障害者授産所

26京都府 京都市 京都市洛南障害者授産所

26京都府 京都市 京都市山科障害者授産所

26京都府 京都市 京都市障害者スポーツセンター

26京都府 京都市 京都市伏見障害者デイサービスセンター

26京都府 京都市 京都市桂川障害者デイサービスセンター

26京都府 京都市 京都市山科障害者デイサービスセンター

26京都府 京都市 京都市太秦障害者デイサービスセンター

26京都府 京都市 京都市横大路福祉工場

26京都府 京都市 京都市よしだ福祉工場

　｢5 その他｣の内容を簡潔に記
入

ｔ x

1 2 3 4 5 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

損害賠償責任の履行の確保・リスク管理に関する事項

地方公共団体への
損害賠償について

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

zの２

利用者への損害賠
償について

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

zの１

協定等

w

※｢ｗ欄　評価の実施
状況｣で｢１　実施して
いる｣を選択した場合
に記入

評価への外部有識者
等の視点の導入状況

　１　導入している
　２　導入していない

評価の実施状況

　１　実施している
　２　実施していない

y

施設の種別に応じた
必要な体制に関する
事項

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

公表状況

選定手続の事前公表

　１　事前公表して
　　　いる
　２　事前公表して
　　　いない

評価

施設の修繕について

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

備品について

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

緊急時の対応につい
て

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

zの４ zの５ｓ

※「ｒ欄　選定基準の事前公
表」で「１　事前公表している」
を選択した場合に記入
※複数回答可

選定基準の内容

　１　施設の平等な利用
　　　の確保に関すること
　２　施設のサービス向上
　　　に関すること
　３　施設の管理経費の節
　　　減に関すること
　４　団体の業務遂行能力
　　　に関すること
　５　その他

選定理由の公表状況

　１　公表している
　２　公表していない

vu zの３

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ 地域との連携，社会的責任に関す ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ 地域との連携，社会的責任に関す ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ 地域との連携に関すること ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ 地域との連携に関すること ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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公の施設の指定管理者制度の導入状況等

a b e g

都道府県名
施設名

市区町村名

指定管理者
制度導入施
設数

26京都府 京都市 京都市久世地域体育館

26京都府 京都市 京都市伏見東部地域体育館

26京都府 京都市 京都市伏見北部地域体育館

26京都府 京都市 京都市西京極総合運動公園（阪急電鉄京都線以北の区域に限る。）

26京都府 京都市 京都市西京極総合運動公園（阪急電鉄京都線以南の区域に限る。）

26京都府 京都市 京都市武道センター

26京都府 京都市 京都市宝が池公園運動施設

26京都府 京都市 京都市市民スポーツ会館

26京都府 京都市 ハンナリーズアリーナ（京都市体育館）

26京都府 京都市 岡崎公園運動施設

26京都府 京都市 一乗寺公園運動施設

26京都府 京都市 岩倉東公園運動施設

26京都府 京都市 朱雀公園運動施設

26京都府 京都市 東野公園運動施設

26京都府 京都市 勧修寺公園運動施設

26京都府 京都市 殿田公園運動施設

26京都府 京都市 吉祥院公園運動施設

26京都府 京都市 上鳥羽公園運動施設

26京都府 京都市 西院公園運動施設

26京都府 京都市 牛ヶ瀬公園運動施設

26京都府 京都市 小畑川中央公園運動施設

26京都府 京都市 三栖公園運動施設

26京都府 京都市 下鳥羽公園運動施設

26京都府 京都市 伏見公園運動施設

26京都府 京都市 京都市桂川緑地久我橋東詰運動公園

26京都府 京都市 京都市伏見桃山城運動公園

26京都府 京都市 京都市横大路運動公園

26京都府 京都市 京都市京北パラグライダー施設

26京都府 京都市 京都市勧業館

26京都府 京都市 京都市宇多野ユースホステル

26京都府 京都市 京都市宇津峡公園

26京都府 京都市 京都市京北森林公園

26京都府 京都市 京都市森林文化交流センター

26京都府 京都市 京都市地域特産物需要拡大センター

26京都府 京都市 京都市洛南身体障害者福祉会館

26京都府 京都市 京都市山科身体障害者福祉会館

26京都府 京都市 京都市みぶ身体障害者福祉会館

26京都府 京都市 京都市やましな学園

26京都府 京都市 京都市だいご学園

26京都府 京都市 京都市ふしみ学園

26京都府 京都市 京都市飛鳥井学園

26京都府 京都市 京都市横大路学園

26京都府 京都市 京都市みぶ学園

26京都府 京都市 京都市よしだ学園

26京都府 京都市 京都市うずまさ学園

26京都府 京都市 京都市桂授産園

26京都府 京都市 京都市聴覚言語障害センター

26京都府 京都市 京都市伏見障害者授産所

26京都府 京都市 京都市みぶ障害者授産所

26京都府 京都市 京都市西ノ京障害者授産所

26京都府 京都市 京都市紫野障害者授産所

26京都府 京都市 京都市洛南障害者授産所

26京都府 京都市 京都市山科障害者授産所

26京都府 京都市 京都市障害者スポーツセンター

26京都府 京都市 京都市伏見障害者デイサービスセンター

26京都府 京都市 京都市桂川障害者デイサービスセンター

26京都府 京都市 京都市山科障害者デイサービスセンター

26京都府 京都市 京都市太秦障害者デイサービスセンター

26京都府 京都市 京都市横大路福祉工場

26京都府 京都市 京都市よしだ福祉工場

※「aa欄　労働法令の遵守や雇
用・労働条件への配慮規定で「1」
～「3」　を選択した場合で、「労働
法令を遵守すること」以外の提
示・記載がある場合に記入

「労働法令を遵守すること」以外
の具体的な内容を簡潔に記入

ab ag ah

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 5

従前の管理状況

af

※「ae欄　従前の
管理状況｣で｢１
指定管理者｣を選
択した場合に記入

従前の指定管理
者が引き続き指定
管理者となった場
合に「○」を記入

従前の管理状況

　１　指定管理者
　２　旧管理委託
　　　制度による管理
　３　直営
　４　施設の新設

指定の回数

　１　１回
　２　２回
　３　３回
　４　４回
　５　５回以上

※｢ae欄　従前の
管理状況｣で｢２
旧管理委託制度
による管理｣を選
択した場合に記入

従前の管理受託
者が引き続き指定
管理者となった場
合に「○」を記入

aa

債務負担

aead

個人情報保護への
配慮規定

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

債務負担行為の設定

　１　設定している
　２　設定していない

労働法令の遵守や
雇用・労働条件への
配慮規定

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

ac

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○
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公の施設の指定管理者制度の導入状況等に関する調査（調査票①：導入状況）

a b e g i

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 1 2 1 2 1 2

都道府県名

h l pk

施設名

指定管理者制度導入施設の状況

指定日 管理開始日

q r

市区町村名

施設の内容

　１　レクリエーション・

　　　スポーツ施設
　２　産業振興施設
　３　基盤施設
　４　文教施設
　５　社会福祉施設

指定期間の変更

　１　前回の指定期間
　　　よりも短い
　２　前回の指定期間
　　　と同じ
　３　前回の指定期間
　　　よりも長い
　４　今回が１回目の
　　　指定

指定管理者
制度導入施
設数

指定管理者名

j

管理の範囲

　１　当該施設を
　　　包括的に管理
　　　している
　２　当該施設の
　　　一部を管理
　　　している

選定基準の事前公表

　１　事前公表して
　　　いる
　２　事前公表して
　　　いない

m n

種別

　１　株式会社
　２　特例民法法人、
　　　一般社団・財団法人、
　　　公益社団・財団法人、
　　　地方三公社
　３　地方公共団体
　４　公共的団体
　５　地縁による団体
　６　特定非営利活動法人
　７　１～６以外の団体

指定期間

　１　１年
　２　２年
　３　３年
　４　４年
　５　５年
　６　６年
　７　７年
　８　８年
　９　９年
　１０　１０年以上

利用料金制の採用状
況

　１　利用料金制を
　　　採用している
　　　（一部利用料
　　　　金制も含む）
　２　利用料金制を
　　　採用していない

o

選定手続

　１　公募により候補者を募集、
　　　職員以外を中心とした合議体
　　　により選定
　２　公募により候補者を募集、
　　　職員を中心とした合議体に
　　　より選定
　３　公募により候補者を募集
　　　（１・２以外）
　４　従前の管理受託者・指定管
　　　理者を公募の方法によること
　　　なく選定
　５　１～４以外の方法により選定

26京都府 京都市 京都市桂川療護園 ○ 社会福祉法人京都社会事業財団 ○ ○ H 23 1 5 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市障害者支援施設大原野の杜 ○ 社会福祉法人京都総合福祉協会 ○ ○ H 23 1 19 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市障害者教養文化・体育会館 ○ 公益財団法人京都市障害者スポーツ協会 ○ ○ H 23 1 19 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市こころの健康増進センター ○ 社会福祉法人京都光彩の会 ○ ○ H 23 1 19 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市福祉ボランティアセンター ○ 社会福祉法人京都市社会福祉協議会 ○ ○ H 22 12 10 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市中央保護所 ○ 社会福祉法人有隣協会 ○ ○ H 22 12 10 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市ひとり親家庭支援センター ○ 社団法人京都市母子寡婦福祉連合会 ○ ○ H 20 12 16 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市西賀茂児童館 ○ 社会福祉法人京都市社会福祉協議会 ○ ○ H 22 1 6 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市紫竹児童館 ○ 社会福祉法人京都市社会福祉協議会 ○ ○ H 22 1 6 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市上賀茂児童館 ○ 社会福祉法人京都市社会福祉協議会 ○ ○ H 22 1 6 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市吉田児童館 ○ 社会福祉法人京都市社会福祉協議会 ○ ○ H 22 1 6 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市松ヶ崎児童館 ○ 社会福祉法人京都市社会福祉協議会 ○ ○ H 22 1 6 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市養正児童館 ○ 社会福祉法人京都市社会福祉協議会 ○ ○ H 22 1 6 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市白川児童館 ○ 社会福祉法人京都市社会福祉協議会 ○ ○ H 22 1 6 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市市原野児童館 ○ 社会福祉法人京都市社会福祉協議会 ○ ○ H 22 1 6 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市じゅらく児童館 ○ 社会福祉法人京都市社会福祉協議会 ○ ○ H 22 1 6 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市百々児童館 ○ 社会福祉法人京都市社会福祉協議会 ○ ○ H 22 1 6 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市山階児童館 ○ 社会福祉法人京都市社会福祉協議会 ○ ○ H 22 1 6 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市大塚児童館 ○ 社会福祉法人京都市社会福祉協議会 ○ ○ H 22 1 6 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市小野児童館 ○ 社会福祉法人京都市社会福祉協議会 ○ ○ H 22 1 6 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市山王児童館 ○ 社会福祉法人京都市社会福祉協議会 ○ ○ H 22 1 6 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市山ノ本児童館 ○ 社会福祉法人京都市社会福祉協議会 ○ ○ H 22 1 6 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市梅津児童館 ○ 社会福祉法人京都市社会福祉協議会 ○ ○ H 22 1 6 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市嵯峨児童館 ○ 社会福祉法人京都市社会福祉協議会 ○ ○ H 22 1 6 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市大枝児童館 ○ 社会福祉法人京都市社会福祉協議会 ○ ○ H 22 1 6 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市樫原児童館 ○ 社会福祉法人京都市社会福祉協議会 ○ ○ H 22 1 6 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市境谷児童館 ○ 社会福祉法人京都市社会福祉協議会 ○ ○ H 22 1 6 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市春日野児童館 ○ 社会福祉法人京都市社会福祉協議会 ○ ○ H 22 1 6 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市藤森竹田児童館 ○ 社会福祉法人京都市社会福祉協議会 ○ ○ H 22 1 6 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市桂川児童館 ○ 社会福祉法人京都市社会福祉協議会 ○ ○ H 22 10 20 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市葛野児童館 ○ 社会福祉法人京都市社会福祉協議会 ○ ○ H 22 11 26 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市上京児童館 ○ 社会福祉法人京都市社会福祉協議会 ○ ○ H 22 11 26 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市高野児童館 ○ 社会福祉法人京都市社会福祉協議会 ○ ○ H 22 11 26 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市久世西児童館 ○ 社会福祉法人京都市社会福祉協議会 ○ ○ H 22 11 26 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市西京児童館 ○ 社会福祉法人京都市社会福祉協議会 ○ ○ H 22 11 26 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市紫野児童館 ○ 社会福祉法人京都市社会福祉協議会 ○ ○ H 22 11 26 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市清水児童館 ○ 社会福祉法人京都市社会福祉協議会 ○ ○ H 22 11 26 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市室町児童館 ○ 社会福祉法人京都社会福祉協会 ○ ○ H 22 1 6 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市円町児童館 ○ 社会福祉法人京都社会福祉協会 ○ ○ H 22 1 6 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市久世児童館 ○ 社会福祉法人京都社会福祉協会 ○ ○ H 22 1 6 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市嵯峨広沢児童館 ○ 社会福祉法人京都社会福祉協会 ○ ○ H 22 1 6 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市嵐山東児童館 ○ 社会福祉法人京都社会福祉協会 ○ ○ H 22 1 6 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市羽束師児童館 ○ 社会福祉法人京都社会福祉協会 ○ ○ H 22 1 6 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市神川児童館 ○ 社会福祉法人京都社会福祉協会 ○ ○ H 22 1 6 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市大宮西野山児童館 ○ 社会福祉法人京都社会福祉協会 ○ ○ H 22 10 20 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市上高野児童館 ○ 社会福祉法人京都社会福祉協会 ○ ○ H 22 10 20 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市山ノ内児童館 ○ 社会福祉法人宏量福祉会 ○ ○ H 22 1 6 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市嵯峨野児童館 ○ 社会福祉法人積慶園 ○ ○ H 22 1 6 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市住吉児童館 ○ 社団法人京都市母子寡婦福祉連合会 ○ ○ H 22 1 6 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市吉祥院児童館 ○ 社会福祉法人清和園 ○ ○ H 22 11 26 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市修徳児童館 ○ 社会福祉法人京都福祉サービス協会 ○ ○ H 23 1 5 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市淀児童館 ○ 社会福祉法人淀福祉会 ○ ○ H 22 11 26 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市楽只児童館 ○ 京都市楽只児童館運営委員会 ○ ○ H 23 1 6 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市修学院児童館 ○ 京都市修学院児童館運営委員会 ○ ○ H 22 10 20 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市壬生児童館 ○ 公益社団法人京都市児童館学童連盟 ○ ○ H 23 1 6 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市新道児童館 ○ 京都市新道児童館運営委員会 ○ ○ H 22 10 20 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市今熊野児童館 ○ 公益社団法人京都市児童館学童連盟 ○ ○ H 23 1 6 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市山科児童館 ○ 社会福祉法人鏡陵福祉会 ○ ○ H 23 1 6 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市花山児童館 ○ 京都市花山児童館運営委員会 ○ ○ H 23 1 6 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市勧修児童館 ○ 京都市勧修児童館運営委員会 ○ ○ H 22 10 20 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○
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26京都府 京都市 京都市桂川療護園

26京都府 京都市 京都市障害者支援施設大原野の杜

26京都府 京都市 京都市障害者教養文化・体育会館

26京都府 京都市 京都市こころの健康増進センター

26京都府 京都市 京都市福祉ボランティアセンター

26京都府 京都市 京都市中央保護所

26京都府 京都市 京都市ひとり親家庭支援センター

26京都府 京都市 京都市西賀茂児童館

26京都府 京都市 京都市紫竹児童館

26京都府 京都市 京都市上賀茂児童館

26京都府 京都市 京都市吉田児童館

26京都府 京都市 京都市松ヶ崎児童館

26京都府 京都市 京都市養正児童館

26京都府 京都市 京都市白川児童館

26京都府 京都市 京都市市原野児童館

26京都府 京都市 京都市じゅらく児童館

26京都府 京都市 京都市百々児童館

26京都府 京都市 京都市山階児童館

26京都府 京都市 京都市大塚児童館

26京都府 京都市 京都市小野児童館

26京都府 京都市 京都市山王児童館

26京都府 京都市 京都市山ノ本児童館

26京都府 京都市 京都市梅津児童館

26京都府 京都市 京都市嵯峨児童館

26京都府 京都市 京都市大枝児童館

26京都府 京都市 京都市樫原児童館

26京都府 京都市 京都市境谷児童館

26京都府 京都市 京都市春日野児童館

26京都府 京都市 京都市藤森竹田児童館

26京都府 京都市 京都市桂川児童館

26京都府 京都市 京都市葛野児童館

26京都府 京都市 京都市上京児童館

26京都府 京都市 京都市高野児童館

26京都府 京都市 京都市久世西児童館

26京都府 京都市 京都市西京児童館

26京都府 京都市 京都市紫野児童館

26京都府 京都市 京都市清水児童館

26京都府 京都市 京都市室町児童館

26京都府 京都市 京都市円町児童館

26京都府 京都市 京都市久世児童館

26京都府 京都市 京都市嵯峨広沢児童館

26京都府 京都市 京都市嵐山東児童館

26京都府 京都市 京都市羽束師児童館

26京都府 京都市 京都市神川児童館

26京都府 京都市 京都市大宮西野山児童館

26京都府 京都市 京都市上高野児童館

26京都府 京都市 京都市山ノ内児童館

26京都府 京都市 京都市嵯峨野児童館

26京都府 京都市 京都市住吉児童館

26京都府 京都市 京都市吉祥院児童館

26京都府 京都市 京都市修徳児童館

26京都府 京都市 京都市淀児童館

26京都府 京都市 京都市楽只児童館

26京都府 京都市 京都市修学院児童館

26京都府 京都市 京都市壬生児童館

26京都府 京都市 京都市新道児童館

26京都府 京都市 京都市今熊野児童館

26京都府 京都市 京都市山科児童館

26京都府 京都市 京都市花山児童館

26京都府 京都市 京都市勧修児童館

　｢5 その他｣の内容を簡潔に記
入

ｔ x

1 2 3 4 5 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

損害賠償責任の履行の確保・リスク管理に関する事項

地方公共団体への
損害賠償について

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

zの２

利用者への損害賠
償について

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

zの１

協定等

w

※｢ｗ欄　評価の実施
状況｣で｢１　実施して
いる｣を選択した場合
に記入

評価への外部有識者
等の視点の導入状況

　１　導入している
　２　導入していない

評価の実施状況

　１　実施している
　２　実施していない

y

施設の種別に応じた
必要な体制に関する
事項

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

公表状況

選定手続の事前公表

　１　事前公表して
　　　いる
　２　事前公表して
　　　いない

評価

施設の修繕について

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

備品について

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

緊急時の対応につい
て

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

zの４ zの５ｓ

※「ｒ欄　選定基準の事前公
表」で「１　事前公表している」
を選択した場合に記入
※複数回答可

選定基準の内容

　１　施設の平等な利用
　　　の確保に関すること
　２　施設のサービス向上
　　　に関すること
　３　施設の管理経費の節
　　　減に関すること
　４　団体の業務遂行能力
　　　に関すること
　５　その他

選定理由の公表状況

　１　公表している
　２　公表していない

vu zの３

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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公の施設の指定管理者制度の導入状況等

a b e g

都道府県名
施設名

市区町村名

指定管理者
制度導入施
設数

26京都府 京都市 京都市桂川療護園

26京都府 京都市 京都市障害者支援施設大原野の杜

26京都府 京都市 京都市障害者教養文化・体育会館

26京都府 京都市 京都市こころの健康増進センター

26京都府 京都市 京都市福祉ボランティアセンター

26京都府 京都市 京都市中央保護所

26京都府 京都市 京都市ひとり親家庭支援センター

26京都府 京都市 京都市西賀茂児童館

26京都府 京都市 京都市紫竹児童館

26京都府 京都市 京都市上賀茂児童館

26京都府 京都市 京都市吉田児童館

26京都府 京都市 京都市松ヶ崎児童館

26京都府 京都市 京都市養正児童館

26京都府 京都市 京都市白川児童館

26京都府 京都市 京都市市原野児童館

26京都府 京都市 京都市じゅらく児童館

26京都府 京都市 京都市百々児童館

26京都府 京都市 京都市山階児童館

26京都府 京都市 京都市大塚児童館

26京都府 京都市 京都市小野児童館

26京都府 京都市 京都市山王児童館

26京都府 京都市 京都市山ノ本児童館

26京都府 京都市 京都市梅津児童館

26京都府 京都市 京都市嵯峨児童館

26京都府 京都市 京都市大枝児童館

26京都府 京都市 京都市樫原児童館

26京都府 京都市 京都市境谷児童館

26京都府 京都市 京都市春日野児童館

26京都府 京都市 京都市藤森竹田児童館

26京都府 京都市 京都市桂川児童館

26京都府 京都市 京都市葛野児童館

26京都府 京都市 京都市上京児童館

26京都府 京都市 京都市高野児童館

26京都府 京都市 京都市久世西児童館

26京都府 京都市 京都市西京児童館

26京都府 京都市 京都市紫野児童館

26京都府 京都市 京都市清水児童館

26京都府 京都市 京都市室町児童館

26京都府 京都市 京都市円町児童館

26京都府 京都市 京都市久世児童館

26京都府 京都市 京都市嵯峨広沢児童館

26京都府 京都市 京都市嵐山東児童館

26京都府 京都市 京都市羽束師児童館

26京都府 京都市 京都市神川児童館

26京都府 京都市 京都市大宮西野山児童館

26京都府 京都市 京都市上高野児童館

26京都府 京都市 京都市山ノ内児童館

26京都府 京都市 京都市嵯峨野児童館

26京都府 京都市 京都市住吉児童館

26京都府 京都市 京都市吉祥院児童館

26京都府 京都市 京都市修徳児童館

26京都府 京都市 京都市淀児童館

26京都府 京都市 京都市楽只児童館

26京都府 京都市 京都市修学院児童館

26京都府 京都市 京都市壬生児童館

26京都府 京都市 京都市新道児童館

26京都府 京都市 京都市今熊野児童館

26京都府 京都市 京都市山科児童館

26京都府 京都市 京都市花山児童館

26京都府 京都市 京都市勧修児童館

※「aa欄　労働法令の遵守や雇
用・労働条件への配慮規定で「1」
～「3」　を選択した場合で、「労働
法令を遵守すること」以外の提
示・記載がある場合に記入

「労働法令を遵守すること」以外
の具体的な内容を簡潔に記入

ab ag ah

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 5

従前の管理状況

af

※「ae欄　従前の
管理状況｣で｢１
指定管理者｣を選
択した場合に記入

従前の指定管理
者が引き続き指定
管理者となった場
合に「○」を記入

従前の管理状況

　１　指定管理者
　２　旧管理委託
　　　制度による管理
　３　直営
　４　施設の新設

指定の回数

　１　１回
　２　２回
　３　３回
　４　４回
　５　５回以上

※｢ae欄　従前の
管理状況｣で｢２
旧管理委託制度
による管理｣を選
択した場合に記入

従前の管理受託
者が引き続き指定
管理者となった場
合に「○」を記入

aa

債務負担

aead

個人情報保護への
配慮規定

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

債務負担行為の設定

　１　設定している
　２　設定していない

労働法令の遵守や
雇用・労働条件への
配慮規定

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

ac

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○
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公の施設の指定管理者制度の導入状況等に関する調査（調査票①：導入状況）

a b e g i

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 1 2 1 2 1 2

都道府県名

h l pk

施設名

指定管理者制度導入施設の状況

指定日 管理開始日

q r

市区町村名

施設の内容

　１　レクリエーション・

　　　スポーツ施設
　２　産業振興施設
　３　基盤施設
　４　文教施設
　５　社会福祉施設

指定期間の変更

　１　前回の指定期間
　　　よりも短い
　２　前回の指定期間
　　　と同じ
　３　前回の指定期間
　　　よりも長い
　４　今回が１回目の
　　　指定

指定管理者
制度導入施
設数

指定管理者名

j

管理の範囲

　１　当該施設を
　　　包括的に管理
　　　している
　２　当該施設の
　　　一部を管理
　　　している

選定基準の事前公表

　１　事前公表して
　　　いる
　２　事前公表して
　　　いない

m n

種別

　１　株式会社
　２　特例民法法人、
　　　一般社団・財団法人、
　　　公益社団・財団法人、
　　　地方三公社
　３　地方公共団体
　４　公共的団体
　５　地縁による団体
　６　特定非営利活動法人
　７　１～６以外の団体

指定期間

　１　１年
　２　２年
　３　３年
　４　４年
　５　５年
　６　６年
　７　７年
　８　８年
　９　９年
　１０　１０年以上

利用料金制の採用状
況

　１　利用料金制を
　　　採用している
　　　（一部利用料
　　　　金制も含む）
　２　利用料金制を
　　　採用していない

o

選定手続

　１　公募により候補者を募集、
　　　職員以外を中心とした合議体
　　　により選定
　２　公募により候補者を募集、
　　　職員を中心とした合議体に
　　　より選定
　３　公募により候補者を募集
　　　（１・２以外）
　４　従前の管理受託者・指定管
　　　理者を公募の方法によること
　　　なく選定
　５　１～４以外の方法により選定

26京都府 京都市 京都市音羽児童館 ○ 社会福祉法人洛和福祉会 ○ ○ H 24 1 6 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市崇仁児童館 ○ 社会福祉法人カトリック京都司教区カリタス会 ○ ○ H 23 1 6 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市洛陽児童館 ○ 社会福祉法人京都市社会福祉協議会 ○ ○ H 23 1 6 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市中唐戸児童館 ○ 京都市中唐戸児童館運営委員会 ○ ○ H 23 1 6 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市常磐野児童館 ○ 社会福祉法人宏量福祉会 ○ ○ H 23 1 6 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市安井児童館 ○ 京都市安井児童館運営委員会 ○ ○ H 22 10 20 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市西京極児童館 ○ 社会福祉法人京都保育センター ○ ○ H 23 1 6 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市御室児童館 ○ 社会福祉法人京都保育センター ○ ○ H 23 1 6 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市南浜児童館 ○ 公益社団法人京都市児童館学童連盟 ○ ○ H 23 1 6 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市醍醐児童館 ○ 京都市醍醐児童館運営委員会 ○ ○ H 23 1 6 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市辰巳児童館 ○ 京都市辰巳児童館運営委員会 ○ ○ H 23 1 6 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市深草児童館 ○ 京都市深草児童館運営委員会 ○ ○ H 23 1 6 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市横大路児童館 ○ 公益社団法人京都市児童館学童連盟 ○ ○ H 23 1 6 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市納所城之内児童館 ○ 社会福祉法人京都社会福祉協会 ○ ○ H 23 1 6 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市太秦児童館 ○ 京都市太秦児童館運営委員会 ○ ○ H 23 1 5 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市御前児童館 ○ 京都市御前児童館運営委員会 ○ ○ H 23 1 6 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市四ノ宮児童館 ○ 公益社団法人京都市児童館学童連盟 ○ ○ H 23 1 6 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市醍醐中央児童館 ○ 社会福祉法人京都市社会福祉協議会 ○ ○ H 23 1 6 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市上里児童館 ○ 社会福祉法人上里福祉会 ○ ○ H 24 1 6 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市久我の杜児童館 ○ 社会福祉法人京都社会福祉協会 ○ ○ H 24 1 6 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市藤城児童館 ○ 社会福祉法人健光園 ○ ○ H 19 12 28 H 20 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市葵児童館 ○ 社団法人京都市母子寡婦福祉連合会 ○ ○ H 21 1 7 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市桂徳児童館 ○ 社会福祉法人積慶園 ○ ○ H 21 3 30 H 21 9 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市北白川児童館 ○ 社会福祉法人健光園 ○ ○ H 21 3 30 H 21 10 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市七条第三児童館 ○ 公益社団法人京都市児童館学童連盟 ○ ○ H 21 3 30 H 21 9 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市錦林児童館 ○ 社会福祉法人京都福祉サービス協会 ○ ○ H 21 11 17 H 22 9 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市修学院第二児童館 ○ 社会福祉法人京都社会福祉協会 ○ ○ H 21 11 17 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市明徳児童館 ○ 社会福祉法人京都福祉サービス協会 ○ ○ H 21 11 17 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市西野児童館 ○ 社会福祉法人京都社会福祉協会 ○ ○ H 21 11 17 H 22 7 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市唐橋児童館 ○ 社会福祉法人京都市社会福祉協議会 ○ ○ H 21 11 17 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市梅津北児童館 ○ 公益社団法人京都市児童館学童連盟 ○ ○ H 21 11 17 H 22 7 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市向島南児童館 ○ 社会福祉法人向島保育園 ○ ○ H 21 11 17 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市祥豊児童館 ○ 社会福祉法人清和園 ○ ○ H 22 10 20 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市川岡東児童館 ○ 社会福祉法人積慶園 ○ ○ H 22 10 20 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市桃山東児童館 ○ 社会福祉法人曙福祉会 ○ ○ H 22 10 20 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市西京極西児童館 ○ 公益社団法人京都市児童館学童連盟 ○ ○ H 23 3 30 H 24 1 4 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市岩倉南児童館 ○ 社会福祉法人金嶺会 ○ ○ H 23 3 30 H 23 9 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市朱雀第三児童館 ○ 社会福祉法人京都保育センター ○ ○ H 23 3 30 H 23 11 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市柏野学童保育所 ○ 京都市学童保育所管理委員会 ○ ○ H 22 10 20 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市翔鸞学童保育所 ○ 京都市学童保育所管理委員会 ○ ○ H 22 10 20 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市修学院学童保育所 ○ 京都市学童保育所管理委員会 ○ ○ H 22 10 20 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市三条学童保育所 ○ 京都市学童保育所管理委員会 ○ ○ H 22 10 20 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市一橋学童保育所 ○ 京都市学童保育所管理委員会 ○ ○ H 22 10 20 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市東和学童保育所 ○ 京都市学童保育所管理委員会 ○ ○ H 22 10 20 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市桂東学童保育所 ○ 京都市学童保育所管理委員会 ○ ○ H 22 10 20 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市伏見板橋学童保育所 ○ 京都市学童保育所管理委員会 ○ ○ H 22 10 20 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市向島学童保育所 ○ 京都市学童保育所管理委員会 ○ ○ H 22 10 20 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市御池保育所 ○ 社会福祉法人西京極保育福祉会 ○ ○ H 23 1 12 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市児童療育センター ○ 社会福祉法人京都総合福祉協会 ○ ○ H 23 1 19 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市聖護院老人いこいの家 ○ 社会福祉法人京都市左京区社会福祉協議会 ○ ○ H 23 1 5 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市今熊野老人いこいの家 ○ 社会福祉法人京都市東山区社会福祉協議会 ○ ○ H 23 1 5 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市太秦老人いこいの家 ○ 京都市太秦児童館運営委員会 ○ ○ H 23 1 5 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市上京老人いこいの家 ○ 三時知恩寺 ○ ○ H 23 1 5 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市壬生老人いこいの家 ○ 中院 ○ ○ H 23 1 5 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市下京老人福祉センター ○ 社会福祉法人京都市社会福祉協議会 ○ ○ H 22 11 26 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市右京中央老人福祉センター ○ 社会福祉法人京都市社会福祉協議会 ○ ○ H 22 11 26 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市伏見老人福祉センター ○ 社会福祉法人京都市社会福祉協議会 ○ ○ H 22 11 26 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市醍醐老人福祉センター ○ 社会福祉法人京都市社会福祉協議会 ○ ○ H 22 11 26 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市中京老人福祉センター ○ 社会福祉法人京都市社会福祉協議会 ○ ○ H 22 11 26 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市山科老人福祉センター ○ 社会福祉法人京都市社会福祉協議会 ○ ○ H 22 11 26 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○
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26京都府 京都市 京都市音羽児童館

26京都府 京都市 京都市崇仁児童館

26京都府 京都市 京都市洛陽児童館

26京都府 京都市 京都市中唐戸児童館

26京都府 京都市 京都市常磐野児童館

26京都府 京都市 京都市安井児童館

26京都府 京都市 京都市西京極児童館

26京都府 京都市 京都市御室児童館

26京都府 京都市 京都市南浜児童館

26京都府 京都市 京都市醍醐児童館

26京都府 京都市 京都市辰巳児童館

26京都府 京都市 京都市深草児童館

26京都府 京都市 京都市横大路児童館

26京都府 京都市 京都市納所城之内児童館

26京都府 京都市 京都市太秦児童館

26京都府 京都市 京都市御前児童館

26京都府 京都市 京都市四ノ宮児童館

26京都府 京都市 京都市醍醐中央児童館

26京都府 京都市 京都市上里児童館

26京都府 京都市 京都市久我の杜児童館

26京都府 京都市 京都市藤城児童館

26京都府 京都市 京都市葵児童館

26京都府 京都市 京都市桂徳児童館

26京都府 京都市 京都市北白川児童館

26京都府 京都市 京都市七条第三児童館

26京都府 京都市 京都市錦林児童館

26京都府 京都市 京都市修学院第二児童館

26京都府 京都市 京都市明徳児童館

26京都府 京都市 京都市西野児童館

26京都府 京都市 京都市唐橋児童館

26京都府 京都市 京都市梅津北児童館

26京都府 京都市 京都市向島南児童館

26京都府 京都市 京都市祥豊児童館

26京都府 京都市 京都市川岡東児童館

26京都府 京都市 京都市桃山東児童館

26京都府 京都市 京都市西京極西児童館

26京都府 京都市 京都市岩倉南児童館

26京都府 京都市 京都市朱雀第三児童館

26京都府 京都市 京都市柏野学童保育所

26京都府 京都市 京都市翔鸞学童保育所

26京都府 京都市 京都市修学院学童保育所

26京都府 京都市 京都市三条学童保育所

26京都府 京都市 京都市一橋学童保育所

26京都府 京都市 京都市東和学童保育所

26京都府 京都市 京都市桂東学童保育所

26京都府 京都市 京都市伏見板橋学童保育所

26京都府 京都市 京都市向島学童保育所

26京都府 京都市 京都市御池保育所

26京都府 京都市 京都市児童療育センター

26京都府 京都市 京都市聖護院老人いこいの家

26京都府 京都市 京都市今熊野老人いこいの家

26京都府 京都市 京都市太秦老人いこいの家

26京都府 京都市 京都市上京老人いこいの家

26京都府 京都市 京都市壬生老人いこいの家

26京都府 京都市 京都市下京老人福祉センター

26京都府 京都市 京都市右京中央老人福祉センター

26京都府 京都市 京都市伏見老人福祉センター

26京都府 京都市 京都市醍醐老人福祉センター

26京都府 京都市 京都市中京老人福祉センター

26京都府 京都市 京都市山科老人福祉センター

　｢5 その他｣の内容を簡潔に記
入

ｔ x

1 2 3 4 5 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

損害賠償責任の履行の確保・リスク管理に関する事項

地方公共団体への
損害賠償について

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

zの２

利用者への損害賠
償について

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

zの１

協定等

w

※｢ｗ欄　評価の実施
状況｣で｢１　実施して
いる｣を選択した場合
に記入

評価への外部有識者
等の視点の導入状況

　１　導入している
　２　導入していない

評価の実施状況

　１　実施している
　２　実施していない

y

施設の種別に応じた
必要な体制に関する
事項

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

公表状況

選定手続の事前公表

　１　事前公表して
　　　いる
　２　事前公表して
　　　いない

評価

施設の修繕について

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

備品について

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

緊急時の対応につい
て

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

zの４ zの５ｓ

※「ｒ欄　選定基準の事前公
表」で「１　事前公表している」
を選択した場合に記入
※複数回答可

選定基準の内容

　１　施設の平等な利用
　　　の確保に関すること
　２　施設のサービス向上
　　　に関すること
　３　施設の管理経費の節
　　　減に関すること
　４　団体の業務遂行能力
　　　に関すること
　５　その他

選定理由の公表状況

　１　公表している
　２　公表していない

vu zの３

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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公の施設の指定管理者制度の導入状況等

a b e g

都道府県名
施設名

市区町村名

指定管理者
制度導入施
設数

26京都府 京都市 京都市音羽児童館

26京都府 京都市 京都市崇仁児童館

26京都府 京都市 京都市洛陽児童館

26京都府 京都市 京都市中唐戸児童館

26京都府 京都市 京都市常磐野児童館

26京都府 京都市 京都市安井児童館

26京都府 京都市 京都市西京極児童館

26京都府 京都市 京都市御室児童館

26京都府 京都市 京都市南浜児童館

26京都府 京都市 京都市醍醐児童館

26京都府 京都市 京都市辰巳児童館

26京都府 京都市 京都市深草児童館

26京都府 京都市 京都市横大路児童館

26京都府 京都市 京都市納所城之内児童館

26京都府 京都市 京都市太秦児童館

26京都府 京都市 京都市御前児童館

26京都府 京都市 京都市四ノ宮児童館

26京都府 京都市 京都市醍醐中央児童館

26京都府 京都市 京都市上里児童館

26京都府 京都市 京都市久我の杜児童館

26京都府 京都市 京都市藤城児童館

26京都府 京都市 京都市葵児童館

26京都府 京都市 京都市桂徳児童館

26京都府 京都市 京都市北白川児童館

26京都府 京都市 京都市七条第三児童館

26京都府 京都市 京都市錦林児童館

26京都府 京都市 京都市修学院第二児童館

26京都府 京都市 京都市明徳児童館

26京都府 京都市 京都市西野児童館

26京都府 京都市 京都市唐橋児童館

26京都府 京都市 京都市梅津北児童館

26京都府 京都市 京都市向島南児童館

26京都府 京都市 京都市祥豊児童館

26京都府 京都市 京都市川岡東児童館

26京都府 京都市 京都市桃山東児童館

26京都府 京都市 京都市西京極西児童館

26京都府 京都市 京都市岩倉南児童館

26京都府 京都市 京都市朱雀第三児童館

26京都府 京都市 京都市柏野学童保育所

26京都府 京都市 京都市翔鸞学童保育所

26京都府 京都市 京都市修学院学童保育所

26京都府 京都市 京都市三条学童保育所

26京都府 京都市 京都市一橋学童保育所

26京都府 京都市 京都市東和学童保育所

26京都府 京都市 京都市桂東学童保育所

26京都府 京都市 京都市伏見板橋学童保育所

26京都府 京都市 京都市向島学童保育所

26京都府 京都市 京都市御池保育所

26京都府 京都市 京都市児童療育センター

26京都府 京都市 京都市聖護院老人いこいの家

26京都府 京都市 京都市今熊野老人いこいの家

26京都府 京都市 京都市太秦老人いこいの家

26京都府 京都市 京都市上京老人いこいの家

26京都府 京都市 京都市壬生老人いこいの家

26京都府 京都市 京都市下京老人福祉センター

26京都府 京都市 京都市右京中央老人福祉センター

26京都府 京都市 京都市伏見老人福祉センター

26京都府 京都市 京都市醍醐老人福祉センター

26京都府 京都市 京都市中京老人福祉センター

26京都府 京都市 京都市山科老人福祉センター

※「aa欄　労働法令の遵守や雇
用・労働条件への配慮規定で「1」
～「3」　を選択した場合で、「労働
法令を遵守すること」以外の提
示・記載がある場合に記入

「労働法令を遵守すること」以外
の具体的な内容を簡潔に記入

ab ag ah

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 5

従前の管理状況

af

※「ae欄　従前の
管理状況｣で｢１
指定管理者｣を選
択した場合に記入

従前の指定管理
者が引き続き指定
管理者となった場
合に「○」を記入

従前の管理状況

　１　指定管理者
　２　旧管理委託
　　　制度による管理
　３　直営
　４　施設の新設

指定の回数

　１　１回
　２　２回
　３　３回
　４　４回
　５　５回以上

※｢ae欄　従前の
管理状況｣で｢２
旧管理委託制度
による管理｣を選
択した場合に記入

従前の管理受託
者が引き続き指定
管理者となった場
合に「○」を記入

aa

債務負担

aead

個人情報保護への
配慮規定

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

債務負担行為の設定

　１　設定している
　２　設定していない

労働法令の遵守や
雇用・労働条件への
配慮規定

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

ac

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○
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公の施設の指定管理者制度の導入状況等に関する調査（調査票①：導入状況）

a b e g i

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 1 2 1 2 1 2

都道府県名

h l pk

施設名

指定管理者制度導入施設の状況

指定日 管理開始日

q r

市区町村名

施設の内容

　１　レクリエーション・

　　　スポーツ施設
　２　産業振興施設
　３　基盤施設
　４　文教施設
　５　社会福祉施設

指定期間の変更

　１　前回の指定期間
　　　よりも短い
　２　前回の指定期間
　　　と同じ
　３　前回の指定期間
　　　よりも長い
　４　今回が１回目の
　　　指定

指定管理者
制度導入施
設数

指定管理者名

j

管理の範囲

　１　当該施設を
　　　包括的に管理
　　　している
　２　当該施設の
　　　一部を管理
　　　している

選定基準の事前公表

　１　事前公表して
　　　いる
　２　事前公表して
　　　いない

m n

種別

　１　株式会社
　２　特例民法法人、
　　　一般社団・財団法人、
　　　公益社団・財団法人、
　　　地方三公社
　３　地方公共団体
　４　公共的団体
　５　地縁による団体
　６　特定非営利活動法人
　７　１～６以外の団体

指定期間

　１　１年
　２　２年
　３　３年
　４　４年
　５　５年
　６　６年
　７　７年
　８　８年
　９　９年
　１０　１０年以上

利用料金制の採用状
況

　１　利用料金制を
　　　採用している
　　　（一部利用料
　　　　金制も含む）
　２　利用料金制を
　　　採用していない

o

選定手続

　１　公募により候補者を募集、
　　　職員以外を中心とした合議体
　　　により選定
　２　公募により候補者を募集、
　　　職員を中心とした合議体に
　　　より選定
　３　公募により候補者を募集
　　　（１・２以外）
　４　従前の管理受託者・指定管
　　　理者を公募の方法によること
　　　なく選定
　５　１～４以外の方法により選定

26京都府 京都市 京都市南老人福祉センター ○ 社会福祉法人京都市社会福祉協議会 ○ ○ H 22 11 26 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市右京老人福祉センター ○ 社会福祉法人京都市社会福祉協議会 ○ ○ H 22 11 26 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市洛西老人福祉センター ○ 社会福祉法人京都市社会福祉協議会 ○ ○ H 22 11 26 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市上京老人福祉センター ○ 社会福祉法人京都市社会福祉協議会 ○ ○ H 22 11 26 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市左京老人福祉センター ○ 社会福祉法人京都市社会福祉協議会 ○ ○ H 22 11 26 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市久世西老人福祉センター ○ 社会福祉法人京都市社会福祉協議会 ○ ○ H 22 11 26 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市西京老人福祉センター ○ 社会福祉法人京都市社会福祉協議会 ○ ○ H 22 11 26 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市北老人福祉センター ○ 社会福祉法人京都市社会福祉協議会 ○ ○ H 22 11 26 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市東山老人福祉センター ○ 社会福祉法人京都市社会福祉協議会 ○ ○ H 22 11 26 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市淀老人福祉センター ○ 社会福祉法人淀福祉会 ○ ○ H 22 11 26 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市山科中央老人福祉センター ○ 社会福祉法人京都市社会福祉協議会 ○ ○ H 22 11 26 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市老人保養センター ○ 一般社団法人京都市老人クラブ連合会 ○ ○ H 22 11 26 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 洛西ふれあいの里 ○ 社会福祉法人京都総合福祉協会 ○ ○ H 23 1 19 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 洛西ふれあいの里保養研修センター ○ 社会福祉法人京都市社会福祉協議会 ○ ○ H 23 1 5 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市本能老人デイサービスセンター ○ 社会福祉法人京都福祉サービス協会 ○ ○ H 23 1 5 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市小川老人デイサービスセンター ○ 社会福祉法人京都福祉サービス協会 ○ ○ H 23 1 5 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市西院老人デイサービスセンター ○ 社会福祉法人京都福祉サービス協会 ○ ○ H 22 11 26 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市修徳老人デイサービスセンター ○ 社会福祉法人京都福祉サービス協会 ○ ○ H 23 1 5 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市葛野老人デイサービスセンター ○ 社会福祉法人京都市社会福祉協議会 ○ ○ H 22 11 26 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市御池老人デイサービスセンター ○ 社会福祉法人京都市社会福祉協議会 ○ ○ H 22 11 26 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市衣笠老人デイサービスセンター ○ 社会福祉法人京都市社会福祉協議会 ○ ○ H 22 11 26 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市出水老人デイサービスセンター ○ 社会福祉法人京都市社会福祉協議会 ○ ○ H 22 11 26 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市御室老人デイサービスセンター ○ 社会福祉法人京都市社会福祉協議会 ○ ○ H 22 11 26 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市仁和老人デイサービスセンター ○ 社会福祉法人京都市社会福祉協議会 ○ ○ H 22 11 26 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市東山老人デイサービスセンター ○ 社会福祉法人京都市社会福祉協議会 ○ ○ H 22 11 26 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市陶化老人デイサービスセンター ○ 社会福祉法人京都市社会福祉協議会 ○ ○ H 22 11 26 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市山科老人デイサービスセンター ○ 社会福祉法人京都市社会福祉協議会 ○ ○ H 22 11 26 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市下京老人デイサービスセンター ○ 社会福祉法人京都市社会福祉協議会 ○ ○ H 22 11 26 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市太秦老人デイサービスセンター ○ 社会福祉法人京都市社会福祉協議会 ○ ○ H 22 11 26 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市醍醐老人デイサービスセンター ○ 社会福祉法人京都市社会福祉協議会 ○ ○ H 22 11 26 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市伏見老人デイサービスセンター ○ 社会福祉法人京都市社会福祉協議会 ○ ○ H 22 11 26 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市上京老人デイサービスセンター ○ 社会福祉法人京都市社会福祉協議会 ○ ○ H 22 11 26 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市左京老人デイサービスセンター ○ 社会福祉法人京都市社会福祉協議会 ○ ○ H 22 11 26 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市久世西老人デイサービスセンター ○ 社会福祉法人京都市社会福祉協議会 ○ ○ H 22 11 26 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市西京老人デイサービスセンター ○ 社会福祉法人京都市社会福祉協議会 ○ ○ H 22 11 26 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市高野老人デイサービスセンター ○ 社会福祉法人バプテストめぐみ会 ○ ○ H 22 11 26 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市修学院老人デイサービスセンター ○ 社会福祉法人バプテストめぐみ会 ○ ○ H 22 11 26 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市粟田老人デイサービスセンター ○ 社会福祉法人バプテストめぐみ会 ○ ○ H 22 11 26 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市鳳徳老人デイサービスセンター ○ 社会福祉法人柊野福祉会 ○ ○ H 22 11 26 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市柊野老人デイサービスセンター ○ 社会福祉法人柊野福祉会 ○ ○ H 23 1 5 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市東高瀬川老人デイサービスセンター ○ 社会福祉法人京都老人福祉協会 ○ ○ H 23 1 5 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市春日丘老人デイサービスセンター ○ 社会福祉法人京都老人福祉協会 ○ ○ H 23 1 5 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市久世老人デイサービスセンター ○ 社会福祉法人清和園 ○ ○ H 23 1 5 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市吉祥院老人デイサービスセンター ○ 社会福祉法人清和園 ○ ○ H 22 11 26 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市成逸老人デイサービスセンター ○ 社会福祉法人京都社会事業財団 ○ ○ H 22 11 26 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市桂川老人デイサービスセンター ○ 社会福祉法人京都社会事業財団 ○ ○ H 23 1 5 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市東九条老人デイサービスセンター ○ 社会福祉法人カトリック京都司教区カリタス会 ○ ○ H 23 1 5 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市島原老人デイサービスセンター ○ 社会福祉法人カトリック京都司教区カリタス会 ○ ○ H 22 11 26 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市百々老人デイサービスセンター ○ 社会福祉法人栄光会 ○ ○ H 22 11 26 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市勧修老人デイサービスセンター ○ 社会福祉法人勧修福祉会 ○ ○ H 22 11 26 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市日ノ岡老人デイサービスセンター ○ 社会福祉法人緑寿会 ○ ○ H 22 11 26 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市西ノ京老人デイサービスセンター ○ 社会福祉法人京都聴覚言語障害者福祉協会 ○ ○ H 23 1 5 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市崇仁老人デイサービスセンター ○ 社会福祉法人カトリック京都司教区カリタス会 ○ ○ H 19 12 14 H 20 1 11 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市本能地域包括支援センター ○ 社会福祉法人京都福祉サービス協会 ○ ○ H 23 1 5 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市小川地域包括支援センター ○ 社会福祉法人京都福祉サービス協会 ○ ○ H 23 1 5 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市西院地域包括支援センター ○ 社会福祉法人京都福祉サービス協会 ○ ○ H 22 11 26 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市修徳地域包括支援センター ○ 社会福祉法人京都福祉サービス協会 ○ ○ H 23 1 5 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市葛野地域包括支援センター ○ 社会福祉法人京都市社会福祉協議会 ○ ○ H 22 11 26 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市御池地域包括支援センター ○ 社会福祉法人京都市社会福祉協議会 ○ ○ H 22 11 26 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市仁和地域包括支援センター ○ 社会福祉法人京都市社会福祉協議会 ○ ○ H 22 11 26 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○
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公の施設の指定管理者制度の導入状況等

a b e g

都道府県名
施設名

市区町村名

指定管理者
制度導入施
設数

26京都府 京都市 京都市南老人福祉センター

26京都府 京都市 京都市右京老人福祉センター

26京都府 京都市 京都市洛西老人福祉センター

26京都府 京都市 京都市上京老人福祉センター

26京都府 京都市 京都市左京老人福祉センター

26京都府 京都市 京都市久世西老人福祉センター

26京都府 京都市 京都市西京老人福祉センター

26京都府 京都市 京都市北老人福祉センター

26京都府 京都市 京都市東山老人福祉センター

26京都府 京都市 京都市淀老人福祉センター

26京都府 京都市 京都市山科中央老人福祉センター

26京都府 京都市 京都市老人保養センター

26京都府 京都市 洛西ふれあいの里

26京都府 京都市 洛西ふれあいの里保養研修センター

26京都府 京都市 京都市本能老人デイサービスセンター

26京都府 京都市 京都市小川老人デイサービスセンター

26京都府 京都市 京都市西院老人デイサービスセンター

26京都府 京都市 京都市修徳老人デイサービスセンター

26京都府 京都市 京都市葛野老人デイサービスセンター

26京都府 京都市 京都市御池老人デイサービスセンター

26京都府 京都市 京都市衣笠老人デイサービスセンター

26京都府 京都市 京都市出水老人デイサービスセンター

26京都府 京都市 京都市御室老人デイサービスセンター

26京都府 京都市 京都市仁和老人デイサービスセンター

26京都府 京都市 京都市東山老人デイサービスセンター

26京都府 京都市 京都市陶化老人デイサービスセンター

26京都府 京都市 京都市山科老人デイサービスセンター

26京都府 京都市 京都市下京老人デイサービスセンター

26京都府 京都市 京都市太秦老人デイサービスセンター

26京都府 京都市 京都市醍醐老人デイサービスセンター

26京都府 京都市 京都市伏見老人デイサービスセンター

26京都府 京都市 京都市上京老人デイサービスセンター

26京都府 京都市 京都市左京老人デイサービスセンター

26京都府 京都市 京都市久世西老人デイサービスセンター

26京都府 京都市 京都市西京老人デイサービスセンター

26京都府 京都市 京都市高野老人デイサービスセンター

26京都府 京都市 京都市修学院老人デイサービスセンター

26京都府 京都市 京都市粟田老人デイサービスセンター

26京都府 京都市 京都市鳳徳老人デイサービスセンター

26京都府 京都市 京都市柊野老人デイサービスセンター

26京都府 京都市 京都市東高瀬川老人デイサービスセンター

26京都府 京都市 京都市春日丘老人デイサービスセンター

26京都府 京都市 京都市久世老人デイサービスセンター

26京都府 京都市 京都市吉祥院老人デイサービスセンター

26京都府 京都市 京都市成逸老人デイサービスセンター

26京都府 京都市 京都市桂川老人デイサービスセンター

26京都府 京都市 京都市東九条老人デイサービスセンター

26京都府 京都市 京都市島原老人デイサービスセンター

26京都府 京都市 京都市百々老人デイサービスセンター

26京都府 京都市 京都市勧修老人デイサービスセンター

26京都府 京都市 京都市日ノ岡老人デイサービスセンター

26京都府 京都市 京都市西ノ京老人デイサービスセンター

26京都府 京都市 京都市崇仁老人デイサービスセンター

26京都府 京都市 京都市本能地域包括支援センター

26京都府 京都市 京都市小川地域包括支援センター

26京都府 京都市 京都市西院地域包括支援センター

26京都府 京都市 京都市修徳地域包括支援センター

26京都府 京都市 京都市葛野地域包括支援センター

26京都府 京都市 京都市御池地域包括支援センター

26京都府 京都市 京都市仁和地域包括支援センター

　｢5 その他｣の内容を簡潔に記
入

ｔ x

1 2 3 4 5 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

損害賠償責任の履行の確保・リスク管理に関する事項

地方公共団体への
損害賠償について

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

zの２

利用者への損害賠
償について

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

zの１

協定等

w

※｢ｗ欄　評価の実施
状況｣で｢１　実施して
いる｣を選択した場合
に記入

評価への外部有識者
等の視点の導入状況

　１　導入している
　２　導入していない

評価の実施状況

　１　実施している
　２　実施していない

y

施設の種別に応じた
必要な体制に関する
事項

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

公表状況

選定手続の事前公表

　１　事前公表して
　　　いる
　２　事前公表して
　　　いない

評価

施設の修繕について

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

備品について

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

緊急時の対応につい
て

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

zの４ zの５ｓ

※「ｒ欄　選定基準の事前公
表」で「１　事前公表している」
を選択した場合に記入
※複数回答可

選定基準の内容

　１　施設の平等な利用
　　　の確保に関すること
　２　施設のサービス向上
　　　に関すること
　３　施設の管理経費の節
　　　減に関すること
　４　団体の業務遂行能力
　　　に関すること
　５　その他

選定理由の公表状況

　１　公表している
　２　公表していない

vu zの３

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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公の施設の指定管理者制度の導入状況等

a b e g

都道府県名
施設名

市区町村名

指定管理者
制度導入施
設数

26京都府 京都市 京都市南老人福祉センター

26京都府 京都市 京都市右京老人福祉センター

26京都府 京都市 京都市洛西老人福祉センター

26京都府 京都市 京都市上京老人福祉センター

26京都府 京都市 京都市左京老人福祉センター

26京都府 京都市 京都市久世西老人福祉センター

26京都府 京都市 京都市西京老人福祉センター

26京都府 京都市 京都市北老人福祉センター

26京都府 京都市 京都市東山老人福祉センター

26京都府 京都市 京都市淀老人福祉センター

26京都府 京都市 京都市山科中央老人福祉センター

26京都府 京都市 京都市老人保養センター

26京都府 京都市 洛西ふれあいの里

26京都府 京都市 洛西ふれあいの里保養研修センター

26京都府 京都市 京都市本能老人デイサービスセンター

26京都府 京都市 京都市小川老人デイサービスセンター

26京都府 京都市 京都市西院老人デイサービスセンター

26京都府 京都市 京都市修徳老人デイサービスセンター

26京都府 京都市 京都市葛野老人デイサービスセンター

26京都府 京都市 京都市御池老人デイサービスセンター

26京都府 京都市 京都市衣笠老人デイサービスセンター

26京都府 京都市 京都市出水老人デイサービスセンター

26京都府 京都市 京都市御室老人デイサービスセンター

26京都府 京都市 京都市仁和老人デイサービスセンター

26京都府 京都市 京都市東山老人デイサービスセンター

26京都府 京都市 京都市陶化老人デイサービスセンター

26京都府 京都市 京都市山科老人デイサービスセンター

26京都府 京都市 京都市下京老人デイサービスセンター

26京都府 京都市 京都市太秦老人デイサービスセンター

26京都府 京都市 京都市醍醐老人デイサービスセンター

26京都府 京都市 京都市伏見老人デイサービスセンター

26京都府 京都市 京都市上京老人デイサービスセンター

26京都府 京都市 京都市左京老人デイサービスセンター

26京都府 京都市 京都市久世西老人デイサービスセンター

26京都府 京都市 京都市西京老人デイサービスセンター

26京都府 京都市 京都市高野老人デイサービスセンター

26京都府 京都市 京都市修学院老人デイサービスセンター

26京都府 京都市 京都市粟田老人デイサービスセンター

26京都府 京都市 京都市鳳徳老人デイサービスセンター

26京都府 京都市 京都市柊野老人デイサービスセンター

26京都府 京都市 京都市東高瀬川老人デイサービスセンター

26京都府 京都市 京都市春日丘老人デイサービスセンター

26京都府 京都市 京都市久世老人デイサービスセンター

26京都府 京都市 京都市吉祥院老人デイサービスセンター

26京都府 京都市 京都市成逸老人デイサービスセンター

26京都府 京都市 京都市桂川老人デイサービスセンター

26京都府 京都市 京都市東九条老人デイサービスセンター

26京都府 京都市 京都市島原老人デイサービスセンター

26京都府 京都市 京都市百々老人デイサービスセンター

26京都府 京都市 京都市勧修老人デイサービスセンター

26京都府 京都市 京都市日ノ岡老人デイサービスセンター

26京都府 京都市 京都市西ノ京老人デイサービスセンター

26京都府 京都市 京都市崇仁老人デイサービスセンター

26京都府 京都市 京都市本能地域包括支援センター

26京都府 京都市 京都市小川地域包括支援センター

26京都府 京都市 京都市西院地域包括支援センター

26京都府 京都市 京都市修徳地域包括支援センター

26京都府 京都市 京都市葛野地域包括支援センター

26京都府 京都市 京都市御池地域包括支援センター

26京都府 京都市 京都市仁和地域包括支援センター

※「aa欄　労働法令の遵守や雇
用・労働条件への配慮規定で「1」
～「3」　を選択した場合で、「労働
法令を遵守すること」以外の提
示・記載がある場合に記入

「労働法令を遵守すること」以外
の具体的な内容を簡潔に記入

ab ag ah

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 5

従前の管理状況

af

※「ae欄　従前の
管理状況｣で｢１
指定管理者｣を選
択した場合に記入

従前の指定管理
者が引き続き指定
管理者となった場
合に「○」を記入

従前の管理状況

　１　指定管理者
　２　旧管理委託
　　　制度による管理
　３　直営
　４　施設の新設

指定の回数

　１　１回
　２　２回
　３　３回
　４　４回
　５　５回以上

※｢ae欄　従前の
管理状況｣で｢２
旧管理委託制度
による管理｣を選
択した場合に記入

従前の管理受託
者が引き続き指定
管理者となった場
合に「○」を記入

aa

債務負担

aead

個人情報保護への
配慮規定

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

債務負担行為の設定

　１　設定している
　２　設定していない

労働法令の遵守や
雇用・労働条件への
配慮規定

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

ac

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○
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公の施設の指定管理者制度の導入状況等に関する調査（調査票①：導入状況）

a b e g i

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 1 2 1 2 1 2

都道府県名

h l pk

施設名

指定管理者制度導入施設の状況

指定日 管理開始日

q r

市区町村名

施設の内容

　１　レクリエーション・

　　　スポーツ施設
　２　産業振興施設
　３　基盤施設
　４　文教施設
　５　社会福祉施設

指定期間の変更

　１　前回の指定期間
　　　よりも短い
　２　前回の指定期間
　　　と同じ
　３　前回の指定期間
　　　よりも長い
　４　今回が１回目の
　　　指定

指定管理者
制度導入施
設数

指定管理者名

j

管理の範囲

　１　当該施設を
　　　包括的に管理
　　　している
　２　当該施設の
　　　一部を管理
　　　している

選定基準の事前公表

　１　事前公表して
　　　いる
　２　事前公表して
　　　いない

m n

種別

　１　株式会社
　２　特例民法法人、
　　　一般社団・財団法人、
　　　公益社団・財団法人、
　　　地方三公社
　３　地方公共団体
　４　公共的団体
　５　地縁による団体
　６　特定非営利活動法人
　７　１～６以外の団体

指定期間

　１　１年
　２　２年
　３　３年
　４　４年
　５　５年
　６　６年
　７　７年
　８　８年
　９　９年
　１０　１０年以上

利用料金制の採用状
況

　１　利用料金制を
　　　採用している
　　　（一部利用料
　　　　金制も含む）
　２　利用料金制を
　　　採用していない

o

選定手続

　１　公募により候補者を募集、
　　　職員以外を中心とした合議体
　　　により選定
　２　公募により候補者を募集、
　　　職員を中心とした合議体に
　　　より選定
　３　公募により候補者を募集
　　　（１・２以外）
　４　従前の管理受託者・指定管
　　　理者を公募の方法によること
　　　なく選定
　５　１～４以外の方法により選定

26京都府 京都市 京都市東山地域包括支援センター ○ 社会福祉法人京都市社会福祉協議会 ○ ○ H 22 11 26 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市陶化地域包括支援センター ○ 社会福祉法人京都市社会福祉協議会 ○ ○ H 22 11 26 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市高野地域包括支援センター ○ 社会福祉法人バプテストめぐみ会 ○ ○ H 22 11 26 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市修学院地域包括支援センター ○ 社会福祉法人バプテストめぐみ会 ○ ○ H 22 11 26 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市粟田地域包括支援センター ○ 社会福祉法人バプテストめぐみ会 ○ ○ H 22 11 26 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市東九条地域包括支援センター ○ 社会福祉法人カトリック京都司教区カリタス会 ○ ○ H 23 1 5 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市島原地域包括支援センター ○ 社会福祉法人カトリック京都司教区カリタス会 ○ ○ H 22 11 26 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市成逸地域包括支援センター ○ 社会福祉法人京都社会事業財団 ○ ○ H 22 11 26 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市桂川地域包括支援センター ○ 社会福祉法人京都社会事業財団 ○ ○ H 23 1 5 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市東高瀬川地域包括支援センター ○ 社会福祉法人京都老人福祉協会 ○ ○ H 23 1 5 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市柊野地域包括支援センター ○ 社会福祉法人柊野福祉会 ○ ○ H 23 1 5 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市久世地域包括支援センター ○ 社会福祉法人清和園 ○ ○ H 23 1 5 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市日ノ岡地域包括支援センター ○ 社会福祉法人緑寿会 ○ ○ H 22 11 26 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市勧修地域包括支援センター ○ 社会福祉法人勧修福祉会 ○ ○ H 22 11 26 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市西ノ京地域包括支援センター ○ 社会福祉法人京都聴覚言語障害者福祉協会 ○ ○ H 23 1 5 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市下京東部地域包括支援センター ○ 社会福祉法人カトリック京都司教区カリタス会 ○ ○ H 19 12 14 H 20 1 11 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市春日丘老人介護支援センター ○ 社会福祉法人京都老人福祉協会 ○ ○ H 23 1 5 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市本能特別養護老人ホーム ○ 社会福祉法人京都福祉サービス協会 ○ ○ H 23 1 5 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市小川特別養護老人ホーム ○ 社会福祉法人京都福祉サービス協会 ○ ○ H 23 1 5 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市修徳特別養護老人ホーム ○ 社会福祉法人京都福祉サービス協会 ○ ○ H 23 1 5 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市柊野特別養護老人ホーム ○ 社会福祉法人柊野福祉会 ○ ○ H 23 1 5 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市東九条特別養護老人ホーム ○ 社会福祉法人カトリック京都司教区カリタス会 ○ ○ H 23 1 5 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市桂川特別養護老人ホーム ○ 社会福祉法人京都社会事業財団 ○ ○ H 23 1 5 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市久世特別養護老人ホーム ○ 社会福祉法人清和園 ○ ○ H 23 1 5 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市久多いきいきセンター ○ 京都市久多いきいきセンター運営委員会 ○ ○ H 22 11 26 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市東高瀬川老人短期入所施設 ○ 社会福祉法人京都老人福祉協会 ○ ○ H 23 1 5 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市春日丘老人短期入所施設 ○ 社会福祉法人京都老人福祉協会 ○ ○ H 23 1 5 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市菊浜老人短期入所施設 ○ 社会福祉法人京都市社会福祉協議会 ○ ○ H 23 1 5 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市長寿すこやかセンター ○ 社会福祉法人京都市社会福祉協議会 ○ ○ H 23 1 5 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市健康増進センター ○ 財団法人京都市健康づくり協会 ○ ○ H 23 1 5 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市深草墓園 ○ 社団法人京都保健衛生協会 ○ ○ H 22 12 16 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市子ども保健医療相談・事故防止センター ○ 日本赤十字社 ○ ○ H 23 12 27 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市醍醐交流会館 ○ 京都醍醐センター株式会社 ○ ○ H 20 12 26 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市醍醐駐車場 ○ 京都醍醐センター株式会社 ○ ○ H 20 12 26 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市景観・まちづくりセンター ○ 公益財団法人京都市景観・まちづくりセンター ○ ○ H 21 1 5 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市嵯峨鳥居本町並み保存館 ○ 嵯峨野保勝会 ○ ○ H 20 12 26 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市久我の杜生涯学習プラザ ○ 久我の杜生涯学習プラザ管理運営協議会 ○ ○ H 21 1 7 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市四条烏丸駐車場 ○ 一般財団法人京都市都市整備公社 ○ ○ H 22 12 10 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市鴨東駐車場 ○ 一般財団法人京都市都市整備公社 ○ ○ H 22 12 10 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市円山駐車場 ○ 一般財団法人京都市都市整備公社 ○ ○ H 22 12 10 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市山科駅前駐車場 ○ 京都シティ開発株式会社 ○ ○ H 22 12 10 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市出町駐車場 ○ 社団法人日本駐車場工学研究会 ○ ○ H 22 12 10 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市御池自動車駐車場 ○ 京都御池地下街株式会社 ○ ○ H 22 12 10 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市清水坂観光駐車場 ○ 一般財団法人京都市都市整備公社 ○ ○ H 22 12 10 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市嵐山観光駐車場 ○ 一般財団法人京都市都市整備公社 ○ ○ H 22 12 10 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市銀閣寺観光駐車場 ○ 一般財団法人京都市都市整備公社 ○ ○ H 22 12 10 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市高雄観光駐車場 ○ 一般財団法人京都市都市整備公社 ○ ○ H 22 12 10 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市桂駅西口自転車駐車場 ○ 京都市自転車等駐車場管理コンソーシアム ○ ○ H 22 12 10 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市西院自転車駐車場 ○ 京都市自転車等駐車場管理コンソーシアム ○ ○ H 22 12 10 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市西京極自転車駐車場 ○ 京都市自転車等駐車場管理コンソーシアム ○ ○ H 22 12 10 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市二条駅南自転車駐車場 ○ 京都市自転車等駐車場管理コンソーシアム ○ ○ H 22 12 10 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市石田駅自転車等駐車場 ○ 京都市自転車等駐車場管理コンソーシアム ○ ○ H 22 12 10 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市東寺駅自転車等駐車場 ○ 株式会社アーキエムズ ○ ○ H 22 12 10 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市花園駅自転車等駐車場 ○ 京都市自転車等駐車場管理コンソーシアム ○ ○ H 22 12 10 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市西大路駅北自転車駐車場 ○ 京都市自転車等駐車場管理コンソーシアム ○ ○ H 22 12 10 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市円町駅自転車等駐車場 ○ 京都市自転車等駐車場管理コンソーシアム ○ ○ H 22 12 10 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市太秦自転車等駐車場 ○ 京都市自転車等駐車場管理コンソーシアム ○ ○ H 22 12 10 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市近鉄十条駅自転車等駐車場 ○ 株式会社アーキエムズ ○ ○ H 22 12 10 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市上鳥羽口駅自転車等駐車場 ○ 株式会社アーキエムズ ○ ○ H 22 12 10 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市西賀茂自転車駐車場 ○ 一般財団法人京都市都市整備公社 ○ ○ H 21 9 30 H 21 11 1 ○ ○ ○ ○ ○
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公の施設の指定管理者制度の導入状況等

a b e g

都道府県名
施設名

市区町村名

指定管理者
制度導入施
設数

26京都府 京都市 京都市東山地域包括支援センター

26京都府 京都市 京都市陶化地域包括支援センター

26京都府 京都市 京都市高野地域包括支援センター

26京都府 京都市 京都市修学院地域包括支援センター

26京都府 京都市 京都市粟田地域包括支援センター

26京都府 京都市 京都市東九条地域包括支援センター

26京都府 京都市 京都市島原地域包括支援センター

26京都府 京都市 京都市成逸地域包括支援センター

26京都府 京都市 京都市桂川地域包括支援センター

26京都府 京都市 京都市東高瀬川地域包括支援センター

26京都府 京都市 京都市柊野地域包括支援センター

26京都府 京都市 京都市久世地域包括支援センター

26京都府 京都市 京都市日ノ岡地域包括支援センター

26京都府 京都市 京都市勧修地域包括支援センター

26京都府 京都市 京都市西ノ京地域包括支援センター

26京都府 京都市 京都市下京東部地域包括支援センター

26京都府 京都市 京都市春日丘老人介護支援センター

26京都府 京都市 京都市本能特別養護老人ホーム

26京都府 京都市 京都市小川特別養護老人ホーム

26京都府 京都市 京都市修徳特別養護老人ホーム

26京都府 京都市 京都市柊野特別養護老人ホーム

26京都府 京都市 京都市東九条特別養護老人ホーム

26京都府 京都市 京都市桂川特別養護老人ホーム

26京都府 京都市 京都市久世特別養護老人ホーム

26京都府 京都市 京都市久多いきいきセンター

26京都府 京都市 京都市東高瀬川老人短期入所施設

26京都府 京都市 京都市春日丘老人短期入所施設

26京都府 京都市 京都市菊浜老人短期入所施設

26京都府 京都市 京都市長寿すこやかセンター

26京都府 京都市 京都市健康増進センター

26京都府 京都市 京都市深草墓園

26京都府 京都市 京都市子ども保健医療相談・事故防止センター

26京都府 京都市 京都市醍醐交流会館

26京都府 京都市 京都市醍醐駐車場

26京都府 京都市 京都市景観・まちづくりセンター

26京都府 京都市 京都市嵯峨鳥居本町並み保存館

26京都府 京都市 京都市久我の杜生涯学習プラザ

26京都府 京都市 京都市四条烏丸駐車場

26京都府 京都市 京都市鴨東駐車場

26京都府 京都市 京都市円山駐車場

26京都府 京都市 京都市山科駅前駐車場

26京都府 京都市 京都市出町駐車場

26京都府 京都市 京都市御池自動車駐車場

26京都府 京都市 京都市清水坂観光駐車場

26京都府 京都市 京都市嵐山観光駐車場

26京都府 京都市 京都市銀閣寺観光駐車場

26京都府 京都市 京都市高雄観光駐車場

26京都府 京都市 京都市桂駅西口自転車駐車場

26京都府 京都市 京都市西院自転車駐車場

26京都府 京都市 京都市西京極自転車駐車場

26京都府 京都市 京都市二条駅南自転車駐車場

26京都府 京都市 京都市石田駅自転車等駐車場

26京都府 京都市 京都市東寺駅自転車等駐車場

26京都府 京都市 京都市花園駅自転車等駐車場

26京都府 京都市 京都市西大路駅北自転車駐車場

26京都府 京都市 京都市円町駅自転車等駐車場

26京都府 京都市 京都市太秦自転車等駐車場

26京都府 京都市 京都市近鉄十条駅自転車等駐車場

26京都府 京都市 京都市上鳥羽口駅自転車等駐車場

26京都府 京都市 京都市西賀茂自転車駐車場

　｢5 その他｣の内容を簡潔に記
入

ｔ x

1 2 3 4 5 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

損害賠償責任の履行の確保・リスク管理に関する事項

地方公共団体への
損害賠償について

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

zの２

利用者への損害賠
償について

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

zの１

協定等

w

※｢ｗ欄　評価の実施
状況｣で｢１　実施して
いる｣を選択した場合
に記入

評価への外部有識者
等の視点の導入状況

　１　導入している
　２　導入していない

評価の実施状況

　１　実施している
　２　実施していない

y

施設の種別に応じた
必要な体制に関する
事項

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

公表状況

選定手続の事前公表

　１　事前公表して
　　　いる
　２　事前公表して
　　　いない

評価

施設の修繕について

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

備品について

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

緊急時の対応につい
て

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

zの４ zの５ｓ

※「ｒ欄　選定基準の事前公
表」で「１　事前公表している」
を選択した場合に記入
※複数回答可

選定基準の内容

　１　施設の平等な利用
　　　の確保に関すること
　２　施設のサービス向上
　　　に関すること
　３　施設の管理経費の節
　　　減に関すること
　４　団体の業務遂行能力
　　　に関すること
　５　その他

選定理由の公表状況

　１　公表している
　２　公表していない

vu zの３

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ 地域との連携・貢献に関すること ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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公の施設の指定管理者制度の導入状況等

a b e g

都道府県名
施設名

市区町村名

指定管理者
制度導入施
設数

26京都府 京都市 京都市東山地域包括支援センター

26京都府 京都市 京都市陶化地域包括支援センター

26京都府 京都市 京都市高野地域包括支援センター

26京都府 京都市 京都市修学院地域包括支援センター

26京都府 京都市 京都市粟田地域包括支援センター

26京都府 京都市 京都市東九条地域包括支援センター

26京都府 京都市 京都市島原地域包括支援センター

26京都府 京都市 京都市成逸地域包括支援センター

26京都府 京都市 京都市桂川地域包括支援センター

26京都府 京都市 京都市東高瀬川地域包括支援センター

26京都府 京都市 京都市柊野地域包括支援センター

26京都府 京都市 京都市久世地域包括支援センター

26京都府 京都市 京都市日ノ岡地域包括支援センター

26京都府 京都市 京都市勧修地域包括支援センター

26京都府 京都市 京都市西ノ京地域包括支援センター

26京都府 京都市 京都市下京東部地域包括支援センター

26京都府 京都市 京都市春日丘老人介護支援センター

26京都府 京都市 京都市本能特別養護老人ホーム

26京都府 京都市 京都市小川特別養護老人ホーム

26京都府 京都市 京都市修徳特別養護老人ホーム

26京都府 京都市 京都市柊野特別養護老人ホーム

26京都府 京都市 京都市東九条特別養護老人ホーム

26京都府 京都市 京都市桂川特別養護老人ホーム

26京都府 京都市 京都市久世特別養護老人ホーム

26京都府 京都市 京都市久多いきいきセンター

26京都府 京都市 京都市東高瀬川老人短期入所施設

26京都府 京都市 京都市春日丘老人短期入所施設

26京都府 京都市 京都市菊浜老人短期入所施設

26京都府 京都市 京都市長寿すこやかセンター

26京都府 京都市 京都市健康増進センター

26京都府 京都市 京都市深草墓園

26京都府 京都市 京都市子ども保健医療相談・事故防止センター

26京都府 京都市 京都市醍醐交流会館

26京都府 京都市 京都市醍醐駐車場

26京都府 京都市 京都市景観・まちづくりセンター

26京都府 京都市 京都市嵯峨鳥居本町並み保存館

26京都府 京都市 京都市久我の杜生涯学習プラザ

26京都府 京都市 京都市四条烏丸駐車場

26京都府 京都市 京都市鴨東駐車場

26京都府 京都市 京都市円山駐車場

26京都府 京都市 京都市山科駅前駐車場

26京都府 京都市 京都市出町駐車場

26京都府 京都市 京都市御池自動車駐車場

26京都府 京都市 京都市清水坂観光駐車場

26京都府 京都市 京都市嵐山観光駐車場

26京都府 京都市 京都市銀閣寺観光駐車場

26京都府 京都市 京都市高雄観光駐車場

26京都府 京都市 京都市桂駅西口自転車駐車場

26京都府 京都市 京都市西院自転車駐車場

26京都府 京都市 京都市西京極自転車駐車場

26京都府 京都市 京都市二条駅南自転車駐車場

26京都府 京都市 京都市石田駅自転車等駐車場

26京都府 京都市 京都市東寺駅自転車等駐車場

26京都府 京都市 京都市花園駅自転車等駐車場

26京都府 京都市 京都市西大路駅北自転車駐車場

26京都府 京都市 京都市円町駅自転車等駐車場

26京都府 京都市 京都市太秦自転車等駐車場

26京都府 京都市 京都市近鉄十条駅自転車等駐車場

26京都府 京都市 京都市上鳥羽口駅自転車等駐車場

26京都府 京都市 京都市西賀茂自転車駐車場

※「aa欄　労働法令の遵守や雇
用・労働条件への配慮規定で「1」
～「3」　を選択した場合で、「労働
法令を遵守すること」以外の提
示・記載がある場合に記入

「労働法令を遵守すること」以外
の具体的な内容を簡潔に記入

ab ag ah

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 5

従前の管理状況

af

※「ae欄　従前の
管理状況｣で｢１
指定管理者｣を選
択した場合に記入

従前の指定管理
者が引き続き指定
管理者となった場
合に「○」を記入

従前の管理状況

　１　指定管理者
　２　旧管理委託
　　　制度による管理
　３　直営
　４　施設の新設

指定の回数

　１　１回
　２　２回
　３　３回
　４　４回
　５　５回以上

※｢ae欄　従前の
管理状況｣で｢２
旧管理委託制度
による管理｣を選
択した場合に記入

従前の管理受託
者が引き続き指定
管理者となった場
合に「○」を記入

aa

債務負担

aead

個人情報保護への
配慮規定

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

債務負担行為の設定

　１　設定している
　２　設定していない

労働法令の遵守や
雇用・労働条件への
配慮規定

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

ac

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○
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公の施設の指定管理者制度の導入状況等に関する調査（調査票①：導入状況）

a b e g i

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 1 2 1 2 1 2

都道府県名

h l pk

施設名

指定管理者制度導入施設の状況

指定日 管理開始日

q r

市区町村名

施設の内容

　１　レクリエーション・

　　　スポーツ施設
　２　産業振興施設
　３　基盤施設
　４　文教施設
　５　社会福祉施設

指定期間の変更

　１　前回の指定期間
　　　よりも短い
　２　前回の指定期間
　　　と同じ
　３　前回の指定期間
　　　よりも長い
　４　今回が１回目の
　　　指定

指定管理者
制度導入施
設数

指定管理者名

j

管理の範囲

　１　当該施設を
　　　包括的に管理
　　　している
　２　当該施設の
　　　一部を管理
　　　している

選定基準の事前公表

　１　事前公表して
　　　いる
　２　事前公表して
　　　いない

m n

種別

　１　株式会社
　２　特例民法法人、
　　　一般社団・財団法人、
　　　公益社団・財団法人、
　　　地方三公社
　３　地方公共団体
　４　公共的団体
　５　地縁による団体
　６　特定非営利活動法人
　７　１～６以外の団体

指定期間

　１　１年
　２　２年
　３　３年
　４　４年
　５　５年
　６　６年
　７　７年
　８　８年
　９　９年
　１０　１０年以上

利用料金制の採用状
況

　１　利用料金制を
　　　採用している
　　　（一部利用料
　　　　金制も含む）
　２　利用料金制を
　　　採用していない

o

選定手続

　１　公募により候補者を募集、
　　　職員以外を中心とした合議体
　　　により選定
　２　公募により候補者を募集、
　　　職員を中心とした合議体に
　　　より選定
　３　公募により候補者を募集
　　　（１・２以外）
　４　従前の管理受託者・指定管
　　　理者を公募の方法によること
　　　なく選定
　５　１～４以外の方法により選定

26京都府 京都市 京都市御射山自転車等駐車場 ○ 一般財団法人京都市都市整備公社 ○ ○ H 21 9 30 H 22 3 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市松尾駅自転車等駐車場 ○ 株式会社アーキエムズ ○ ○ H 22 3 19 H 22 7 20 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市松ヶ崎自転車等駐車場 ○ 京都市自転車等駐車場管理コンソーシアム ○ ○ H 22 12 10 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市国際会館駅自転車等駐車場 ○ 京都市自転車等駐車場管理コンソーシアム ○ ○ H 22 12 10 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市西大路御池駅自転車等駐車場 ○ 京都市自転車等駐車場管理コンソーシアム ○ ○ H 22 12 10 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市東野駅自転車等駐車場 ○ 京都市自転車等駐車場管理コンソーシアム ○ ○ H 22 12 10 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市御陵駅南自転車等駐車場 ○ 京都市自転車等駐車場管理コンソーシアム ○ ○ H 22 12 10 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市御陵駅北自転車等駐車場 ○ 京都市自転車等駐車場管理コンソーシアム ○ ○ H 22 12 10 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市椥辻駅自転車等駐車場 ○ 京都市自転車等駐車場管理コンソーシアム ○ ○ H 22 12 10 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市小野駅自転車等駐車場 ○ 京都市自転車等駐車場管理コンソーシアム ○ ○ H 22 12 10 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市桂川駅東自転車等駐車場 ○ 京都市自転車等駐車場管理コンソーシアム ○ ○ H 22 12 10 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市桂川駅西自転車等駐車場 ○ 京都市自転車等駐車場管理コンソーシアム ○ ○ H 22 12 10 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市太秦天神川駅自転車等駐車場 ○ 京都市自転車等駐車場管理コンソーシアム ○ ○ H 22 12 10 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市嵯峨嵐山駅自転車等駐車場 ○ 京都市自転車等駐車場管理コンソーシアム ○ ○ H 22 12 10 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市桂駅東口自転車等駐車場 ○ 京都市自転車等駐車場管理コンソーシアム ○ ○ H 22 12 10 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市桂駅南自転車等駐車場 ○ 京都市自転車等駐車場管理コンソーシアム ○ ○ H 22 12 10 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市醍醐駅自転車等駐車場 ○ 京都市自転車等駐車場管理コンソーシアム ○ ○ H 22 12 10 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市山科駅自転車等駐車場 ○ 京都シティ開発株式会社 ○ ○ H 22 12 10 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市梅小路公園 ○ 公益財団法人京都市都市緑化協会 ○ ○ H 23 3 15 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市大宮交通公園 ○ 一般財団法人京都市都市整備公社 ○ ○ H 23 3 15 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 宝が池公園子どもの楽園 ○ 公益財団法人京都市都市緑化協会 ○ ○ H 23 3 15 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市ラクト健康・文化館 ○ 京都シティ開発株式会社 ○ ○ H 22 12 10 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市市民防災センター ○ 財団法人京都市防災協会 ○ ○ H 23 3 25 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市高速鉄道北山駅自転車駐車場 ○ 京都市高速鉄道北山駅自転車駐車場管理コンソーシアム ○ ○ H 22 12 10 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市知的障害者学習ホームひかり学園 ○ 社団法人京都手をつなぐ育成会 ○ ○ H 22 12 10 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市日野野外活動施設 ○ 京都市日野野外活動施設管理運営委員会 ○ ○ H 22 12 21 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

26京都府 京都市 京都市野外活動施設京北山国の家 ○ 京北自治振興会 ○ ○ H 22 12 21 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

386 386 43 3 45 44 251 15 73 0 198 20 8 72 370 0 0 15 1 0 1 0 149 110 124 2 0 0 0 96 90 133 67 274 112 384 2 370 16合計
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公の施設の指定管理者制度の導入状況等

a b e g

都道府県名
施設名

市区町村名

指定管理者
制度導入施
設数

26京都府 京都市 京都市御射山自転車等駐車場

26京都府 京都市 京都市松尾駅自転車等駐車場

26京都府 京都市 京都市松ヶ崎自転車等駐車場

26京都府 京都市 京都市国際会館駅自転車等駐車場

26京都府 京都市 京都市西大路御池駅自転車等駐車場

26京都府 京都市 京都市東野駅自転車等駐車場

26京都府 京都市 京都市御陵駅南自転車等駐車場

26京都府 京都市 京都市御陵駅北自転車等駐車場

26京都府 京都市 京都市椥辻駅自転車等駐車場

26京都府 京都市 京都市小野駅自転車等駐車場

26京都府 京都市 京都市桂川駅東自転車等駐車場

26京都府 京都市 京都市桂川駅西自転車等駐車場

26京都府 京都市 京都市太秦天神川駅自転車等駐車場

26京都府 京都市 京都市嵯峨嵐山駅自転車等駐車場

26京都府 京都市 京都市桂駅東口自転車等駐車場

26京都府 京都市 京都市桂駅南自転車等駐車場

26京都府 京都市 京都市醍醐駅自転車等駐車場

26京都府 京都市 京都市山科駅自転車等駐車場

26京都府 京都市 京都市梅小路公園

26京都府 京都市 京都市大宮交通公園

26京都府 京都市 宝が池公園子どもの楽園

26京都府 京都市 京都市ラクト健康・文化館

26京都府 京都市 京都市市民防災センター

26京都府 京都市 京都市高速鉄道北山駅自転車駐車場

26京都府 京都市 京都市知的障害者学習ホームひかり学園

26京都府 京都市 京都市日野野外活動施設

26京都府 京都市 京都市野外活動施設京北山国の家

386 386合計

　｢5 その他｣の内容を簡潔に記
入

ｔ x

1 2 3 4 5 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

損害賠償責任の履行の確保・リスク管理に関する事項

地方公共団体への
損害賠償について

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

zの２

利用者への損害賠
償について

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

zの１

協定等

w

※｢ｗ欄　評価の実施
状況｣で｢１　実施して
いる｣を選択した場合
に記入

評価への外部有識者
等の視点の導入状況

　１　導入している
　２　導入していない

評価の実施状況

　１　実施している
　２　実施していない

y

施設の種別に応じた
必要な体制に関する
事項

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

公表状況

選定手続の事前公表

　１　事前公表して
　　　いる
　２　事前公表して
　　　いない

評価

施設の修繕について

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

備品について

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

緊急時の対応につい
て

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

zの４ zの５ｓ

※「ｒ欄　選定基準の事前公
表」で「１　事前公表している」
を選択した場合に記入
※複数回答可

選定基準の内容

　１　施設の平等な利用
　　　の確保に関すること
　２　施設のサービス向上
　　　に関すること
　３　施設の管理経費の節
　　　減に関すること
　４　団体の業務遂行能力
　　　に関すること
　５　その他

選定理由の公表状況

　１　公表している
　２　公表していない

vu zの３

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ 地域との連携・貢献に関すること ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ 地域との連携・貢献に関すること ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

135 370 265 370 7 386 0 386 0 386 0 352 34 384 0 2 0 75 0 310 1 144 0 241 1 384 0 2 0 384 0 2 0 172 0 111 103
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公の施設の指定管理者制度の導入状況等

a b e g

都道府県名
施設名

市区町村名

指定管理者
制度導入施
設数

26京都府 京都市 京都市御射山自転車等駐車場

26京都府 京都市 京都市松尾駅自転車等駐車場

26京都府 京都市 京都市松ヶ崎自転車等駐車場

26京都府 京都市 京都市国際会館駅自転車等駐車場

26京都府 京都市 京都市西大路御池駅自転車等駐車場

26京都府 京都市 京都市東野駅自転車等駐車場

26京都府 京都市 京都市御陵駅南自転車等駐車場

26京都府 京都市 京都市御陵駅北自転車等駐車場

26京都府 京都市 京都市椥辻駅自転車等駐車場

26京都府 京都市 京都市小野駅自転車等駐車場

26京都府 京都市 京都市桂川駅東自転車等駐車場

26京都府 京都市 京都市桂川駅西自転車等駐車場

26京都府 京都市 京都市太秦天神川駅自転車等駐車場

26京都府 京都市 京都市嵯峨嵐山駅自転車等駐車場

26京都府 京都市 京都市桂駅東口自転車等駐車場

26京都府 京都市 京都市桂駅南自転車等駐車場

26京都府 京都市 京都市醍醐駅自転車等駐車場

26京都府 京都市 京都市山科駅自転車等駐車場

26京都府 京都市 京都市梅小路公園

26京都府 京都市 京都市大宮交通公園

26京都府 京都市 宝が池公園子どもの楽園

26京都府 京都市 京都市ラクト健康・文化館

26京都府 京都市 京都市市民防災センター

26京都府 京都市 京都市高速鉄道北山駅自転車駐車場

26京都府 京都市 京都市知的障害者学習ホームひかり学園

26京都府 京都市 京都市日野野外活動施設

26京都府 京都市 京都市野外活動施設京北山国の家

386 386合計

※「aa欄　労働法令の遵守や雇
用・労働条件への配慮規定で「1」
～「3」　を選択した場合で、「労働
法令を遵守すること」以外の提
示・記載がある場合に記入

「労働法令を遵守すること」以外
の具体的な内容を簡潔に記入

ab ag ah

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 5

従前の管理状況

af

※「ae欄　従前の
管理状況｣で｢１
指定管理者｣を選
択した場合に記入

従前の指定管理
者が引き続き指定
管理者となった場
合に「○」を記入

従前の管理状況

　１　指定管理者
　２　旧管理委託
　　　制度による管理
　３　直営
　４　施設の新設

指定の回数

　１　１回
　２　２回
　３　３回
　４　４回
　５　５回以上

※｢ae欄　従前の
管理状況｣で｢２
旧管理委託制度
による管理｣を選
択した場合に記入

従前の管理受託
者が引き続き指定
管理者となった場
合に「○」を記入

aa

債務負担

aead

個人情報保護への
配慮規定

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

債務負担行為の設定

　１　設定している
　２　設定していない

労働法令の遵守や
雇用・労働条件への
配慮規定

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

ac

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

45 339 0 2 132 0 254 0 269 117 319 0 42 25 67 311 8 0 0 299 0
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